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令和２年第１回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第４号） 

 

                            令和２年３月５日（木曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 市政一般質問 

    ２ 番 山形紀弘議員 

      １．本市の中小零細企業について 

      ２．本市の防犯について 

      ３．本市の水不足解消に向けた取組について 

    ７ 番 森本彰伸議員 

      １．健康課題を抱える児童生徒への支援について 

      ２．災害時の避難所運営と平時の備えについて 

    １４番 鈴木伸彦議員 

      １．地域コミュニティ交通について 

      ２．ひきこもり対策について 

      ３．企業誘致の展望について 

    ５ 番 星野健二議員 

      １．就職氷河期世代への支援について 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（吉成伸一議員） おはようございます。 

  散会前に引き続き本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は25名であります。20番、

相馬義一議員から遅刻する旨の届け出があります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（吉成伸一議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（吉成伸一議員） 日程第１、市政一般質問

を行います。 

  質問通告者に対し順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 山 形 紀 弘 議員 

○議長（吉成伸一議員） 初めに、２番、山形紀弘

議員。 

○２番（山形紀弘議員） 皆さん、おはようござい

ます。 

  議席番号２番、那須塩原クラブ、山形紀弘です。 

  通告書に従い、市政一般質問を始めさせていた

だきます。 

  １、本市の中小零細企業について。 

  昨年10月に消費税が８％から10％に増税され、

約半年が過ぎようとしております。増税によって

地方の経済の景気や雇用状況は以前にも増して大

変厳しい状況であります。 

  内閣府が２月に発表した2019年12月の景気動向

指数の中で、景気の現況を示す一致指数は94.7と

なり、前年からのマイナス幅は世界的な経済危機

を招いたリーマンショックのとき以来の大きさと

の報告がありました。 

  経済の根幹である中小零細企業は、全企業の

99.7％を占め、働く人の３人に２人が働いている

雇用の担い手と言われております。現在地域社会

の担い手として市の発展と市民生活の向上に寄与

してきた中小零細企業や商店は減少し、物づくり

の継承も困難となっております。持続可能なまち

づくりの視点から、市内の中小零細企業に対する

取り組みが重要になってくることから、以下の点

についてお伺いいたします。 

  ⑴過去の推移から見た本市の景況の所感をお伺

いいたします。 

  ⑵本市の雇用状況をお伺いいたします。 

  ⑶本市の中小零細企業の役割についてお伺いい

たします。 

  ⑷本市の事業承継に対する取り組みをお伺いい

たします。 

  ⑸本市の起業や創業に対する取り組みをお伺い

いたします。 

  ⑹今後中小零細企業に対する新たな取り組みが

あればお伺いいたします。 

○議長（吉成伸一議員） ２番、山形紀弘議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） おはようございます。 

  山形紀弘議員の御質問にお答えを申し上げます。 

  私は地域の経済がどのようにすればよくなるか

ということで３つの視点が必要であるなというふ

うに考えております。１つは当然ですけれども、

大企業の工場を誘致する工場誘致であります。２
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つ目はブランド、地区の地元のブランド力を高め

るということが必要です。しかし、この１つ、２

つだけでは例えば大企業が撤退してしまった場合、

工場が撤退した場合大変なことになりますし、ま

たブランド力だけ高くしても名前出して恐縮です

けれども、夕張市なんかもそうですけれども、ブ

ランド力が高いというか、知名度があっても必ず

しもいいとは言えない、そして３つ目は何が必要

とやはりこれは地場産業だと思うんですよね。特

に地域でこの地区でオンリーワン企業といいます

か、地元の企業でもうこれといったらこの分野で

いったらどこどこ市にあるのがこの会社だという

この３つの視点、どれか１つだけあってもやはり

何らかのときにかなり打撃を受けてしまうので、

この３つの視点を考えるのが必要だと思っていま

して、この三角形のうちの１つを成すのが中小企

業だと思っております。 

  そういったことを考えながら答弁をしていきた

いと思いますけれども、⑴過去の推移から見た本

市の景気の所感についてお答えします。 

  市政運営方針でも述べたとおりでありますけれ

ども、県北地域は有効求人倍率、県内基準地価の

平均県変動率の状況を県央などと比べると芳しく

なく、危機感を持つ状況にあると思っております。

市内の景気の情勢につきましては、市内商工会や

金融機関などからは特に大きな変化はないと話を

伺っております。こうした長年のデフレマインド

を払拭し、令和という新しい時代にふさわしいワ

クワクドキドキするまちづくりが必要であると考

えています。 

  今後地域経済の影響、消費増税にさらに今回の

新型コロナウィルス感染症も相まって今後厳しさ

が増すものと考えておりますが、引き続き未来永

劫に続く那須野が原の発展のために取り組んでま

いりたいと考えております。 

  ⑵市内の雇用状況についてお答えします。 

  令和元年12月の有効求人倍率は、ハローワーク

黒磯では1.45倍、ハローワーク大田原では1.19倍

という状況でした。前の月に比べると若干の低下

が見られますが、比較的高い水準が続いており、

現時点においては売り手市場という状況にあると

捉えています。 

  ⑶中小零細企業の役割、中小零細企業、先ほど

も申し上げましたが、地域の経済及び雇用を支え

る担い手として重要な役割を果たすとともに、地

域独自の価値観を高め、地域の産業に付加価値を

創出する役割もあり、中小企業の成長や持続的な

可能が本市経済の健全な発展及び市民生活の向上

につながると考えております。 

  事業承継に関する取り組みについてお答えしま

す。 

  事業承継に関する取り組み、今年度より制度融

資において事業承継資金を創設しました。事業承

継に係る資金需要に対応できるよう運用を始めた

ところです。そのほかに栃木県事業引継ぎ支援セ

ミナーや個別相談窓口、また栃木県産業振興セン

ターが実施しているよろず支援拠点事業における

定期相談会などにより希望者への支援を行ってい

ます。 

  ⑸本市の起業や創業に対する取り組み、創業者

等に対する支援につきましては、チャレンジチョ

ップ事業の実施や創業支援塾の開催、創業支援資

金の融資などについて商工会や金融機関と連携し

た取り組みを行っているところであります。 

  最後に⑹今後の中小零細企業に対する取り組み、

令和２年度から制度融資の小規模企業支援資金に

おいて、融資利率の0.1％引き下げ、創業支援資

金においては、融資利率の0.2％引き下げをそれ

ぞれ予定しております。中小零細企業、創業者等

の負担軽減及び利便性の向上を図ってまいりたい
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と思っております。 

  また、昨日の記者会見で申し上げましたが、こ

の新型コロナウィルス感染症の中小企業対策とし

て、市独自での融資制度を設けました。今回は限

度額1,000万円で、1.1％から1.3％の利率でござ

いますが、こうした融資制度、あるいは中小企業

支援、コロナウィルスの感染状況、あるいは市内

の企業に対しての状況に応じて、今後も臨機応変

に対策をしていきたいと考えております。 

  答弁は以上です。 

○議長（吉成伸一議員） ２番、山形紀弘議員。 

○２番（山形紀弘議員） 答弁了解いたしました。 

  それでは、⑴について再質問いたします。 

  答弁の中でもありましたが、新型コロナウイル

スによって地方経済が非常に大変厳しくなってお

ります。新型コロナウイルスによって現在市内の

さまざまな飲食店、観光業、宿泊業、多くの中で

キャンセル、また外出自粛ということで景気が落

ち込んでおります。見込んでいたお金が入らない

ということになると月末になると私なんかも給料

を払わなければならない、そうすると今度３月31

日には国税の消費税の納期がやってきます。そう

いうふうにまとまったお金が入ってこない、もう

当てにしていたお金が入ってこないと非常に私た

ち中小零細企業の方々には非常に厳しい、このコ

ロナウイルスが早く一難去っていただきたいと思

います。 

  実は再質問で中小零細企業に制度融資資金を何

か緩和していただけないかというふうな再質問を

する予定でおりましたが、昨日記者会見の中で制

度融資資金の利息を下げて1,000万、前回東日本

大震災のとき同じような制度融資資金のことがあ

りました。景気を考えるといろいろな評論家の方

が言っておりますけれども、東日本大震災のとき

より今回の新型コロナウイルスのほうが経済状況

打撃を与えるのが非常に大きいというふうなお話

を聞いております。 

  東日本大震災のときの融資制度と比べて今回も

結構この1.1という利息になればかなり利用され

ると思うんですが、今この市の制度融資資金、原

資残高はどれぐらい残っているんですか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 制度資金の原資の残

高ということでございますけれども、現在44億の

融資資金に対しまして29億貸し出ししております

ので、約11億の残高となっております。 

○議長（吉成伸一議員） ２番、山形紀弘議員。 

○２番（山形紀弘議員） 11億ということで、11億、

そうすると結構な今回1.1ということで利息が安

いということで、結構利用者さんがいると思うん

です。東日本大震災のときも結構この緊急の資金

を利用したということで、東日本大震災のときの

例と比べると恐らくこの制度融資資金を借りる方

が多いと思うんですが、東日本大震災のときの数

字なんかを持っておりますか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 東日本大震災の実績

ということでございますけれども、すみません、

先ほどの答弁の中で融資残高の11億と申し上げま

したが、14億の間違いでございます。訂正させて

いただきます。申し訳ございません。 

  東日本のときの実績なんですが、東日本大震災

の際は、先ほど議員が言われましたように融資限

度額は500万、それから貸付利率は1.4％、償還期

間は５年以内という条件でございまして、そのと

きの貸し出し実績が331件の14億4,850万というの

が実績でございました。 

○議長（吉成伸一議員） ２番、山形紀弘議員。 
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○２番（山形紀弘議員） 331件の14億ということ

で、今回前回に比べると制度の融資資金が東日本

大震災のときは500万が上限だと、今回1,000万円、

利息が今回1.1、前回が1.4、そうすると経済状況

を考えるとその14億の原資でお金が間に合わなく

なってしまうのではないのかなと思うんですが、

それはどうでしょう。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 原資間に合うのかと

いうことでございますけれども、先ほどの市長の

答弁の中にもありましたように、今後の状況を見

ながら対応してまいりたいというふうに考えてお

ります。とりあえず急いで対応するという中では、

現行の制度の中で運用するというほうが最良かな

と思いますので、そのように対応してまいりたい

と考えております。 

○議長（吉成伸一議員） ２番、山形紀弘議員。 

○２番（山形紀弘議員） この制度融資資金で多く

の中小企業の方々が少しでも使用していただいて

役に立っていただきたいと思っております。 

  また、この経済政策というふうな中で、もし可

能かどうかわからないんですが、お金が入ってこ

ないということになると、年に皆さんが天引きさ

れている市税、あとは５月には軽自動車税という

ふうなものがあります。そういったものもお金が

入ってこないと払いたくても払えない、もし市税、

軽自動車税というふうなものも今回の暫定的なも

ので税金を納める納付を少し延長してあげれば市

民に寄り添ったこういうふうな形になると思うん

ですが、どうでしょうか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 法律の定める範囲ででき

る限り柔軟にやっていってもいいかなというふう

に思っております。今時点ではどうするというの

はありませんけれども、柔軟に想定できるといい

ますか、可能な限りやはり柔軟にやっていきたい

なと思っておりますので、そういったところも検

討していきたいと思っております。 

○議長（吉成伸一議員） ２番、山形紀弘議員。 

○２番（山形紀弘議員） 税金とかというふうにな

ると多分条例とかそういったものもいろいろ絡ん

できてすぐできるというものではないでしょうけ

れども、もし可能であればそういった方で少しで

も税の支払い期間を延長すれば非常に皆さん喜ぶ

と思いますので、その辺ぜひ検討していただきた

いと思います。 

  続きまして、⑵と⑶については、再質問ござい

ません。 

  ⑷について再質問させていただきます。 

  以前にもこの事業承継ということで平成30年に

私も一般質問しました。中小零細企業の経営者が

悩むことといえば自分の引退、ちゃんと後継者を

見つけることができるか、事業をたたんでいいの

だろうか、残念ながら多くの経営者がまだ準備不

足というふうなのが現状でございます。特に零細

企業の場合は、事業承継が中堅の企業に比べて大

きな課題になっております。私も市内で商売やら

せてもらっていますが、昨年からことしにかけて

同業者が２件ほどお店をたたんでしまったという

ふうな事例があり、なんかそういうふうなことを

考えると私もそういうふうなのは真剣に考えてい

かなければならない、後継者がいれば一番よろし

いんですが、なかなかいないとこの事業承継とい

うのはなかなか進まず、まだざっくりとぼんやり

と事業承継については私自身も真摯に受けとめて

ないところもございます。改めてこの事業承継に

対する本市の考えをお伺いいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 
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  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 事業承継に対する本

市の考え方ということでございますけれども、昨

年民間の調査機関がまとめました調査によります

と、市内の企業のうち調査が可能だった企業のう

ち、後継者ありと答えた企業が88、後継者がいな

いと答えた企業が78ということで、後継者が以内

率が47.0ということで、半分近い企業がまだいま

だに後継者が決まってないといったところでござ

います。 

  こうした問題につきましては、近い将来経営者

の方も高齢化と相なりまして大きな問題になって

くるというふうに考えております。事業を継続が

できないことにより企業の廃業、解散、あるいは

経済規模の縮小、雇用の不振などにつながってお

るものと考えております。 

  こうしたことから引き続き栃木県事業引継ぎセ

ンター、あるいは労働支援拠点などと連携を図り

まして、経営者に対しての経営活動を図っていく

とともに、商工会などとも連携、情報を共有して

将来を見据えた取り組みについて検討してまいり

たいと考えております。 

○議長（吉成伸一議員） ２番、山形紀弘議員。 

○２番（山形紀弘議員） わかりました。今市内で

もやられている方はなかなかまだ事業承継につい

て先ほども言いましたけれども、真摯に受けとめ

てないところがございます。ぜひ事業承継につい

てもさまざまな取り組みを検討してほしいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

  続いて、⑸についての再質問です。起業や創業

ということで、新しく自分で商売されたり、事業

を興したりする方が多ければ多いほどよろしいん

ですが、両商工会が那須塩原市商工会、西那須商

工会が窓口となって空き店舗を使ってチャレンジ

ショップ事業があるというふうな答弁いただきま

した。私の友人もその事業で活用して、その後商

売が軌道に乗って今では従業員を雇用して飲食店

を経営しております。このチャレンジショップ事

業ということで、実施内容はこの空き店舗の家賃

の補助というふうなことになっているんです。そ

うすると家賃の補助が２分の１で上限５万円のチ

ャレンジショップ事業でございますが、家賃とい

うふうになるとちょっと使い勝手が悪い、もう少

しちょっと内容を変えていただきたいと思います

が、そういうふうなことは変更してみてはどうか

なと思うんですが、お伺いいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） チャレンジショップ

事業につきましてもう少し使い勝手のよいものは

ということでございますけれども、現在について

は家賃補助といったことでございますけれども、

よりよい利用しやすいものにしてほしいという声

を商工会などからいただいておりまして、商工会

と協議を行いまして、今年度から創業の開業時に

係る初期費用の一定額補助するという初期投資に

使える補助制度に制度内容を見直しまして実施し

てまいりたいというふうに考えております。 

○議長（吉成伸一議員） ２番、山形紀弘議員。 

○２番（山形紀弘議員） そういうふうな……。 

○議長（吉成伸一議員） 産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） すみません、こちら

見直しについては来年度からということで、すみ

ません、先ほど今年度と申し上げたようですみま

せん。来年度から実施でございます。 

○議長（吉成伸一議員） ２番、山形紀弘議員。 

○２番（山形紀弘議員） ぜひこのチャレンジショ

ップ事業で多くの方々がこの那須塩原市で商売し

ていただいて、起業してさまざまな形で商売して

潤ってほしいと思っております。 
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  ⑹については、令和２年度から小規模企業支援

金において融資利息を0.1、創業支援資金につい

ては0.2を下げるというふうなことを今答弁でご

ざいました。それについても来年度からというこ

となので、使い勝手のいいというふうな制度資金

になると思いますので、これについても私のほう

からは再質問ございません。 

  これからの中小零細企業は、働き方、事業承継、

人手不足など多くの難題を抱えています。しかし、

どんな困難も乗り越えて地域経済を支えていかな

くてはなりません。中小零細企業の成長や持続的

な発展が本市経済の健全な発展及び市民生活の向

上につながるものと思いますので、今後も中小零

細企業に対しての手厚いご支援のほうよろしくお

願いします。 

  以上で１番は終わりにさせていただきます。 

  続きまして、２、本市の防犯について。 

  防犯とは未然に防止することであり、家屋に侵

入してくる犯罪者に対して予防したり、また危害

を加えられそうになったときに抵抗するための用

具を携帯する受動的防犯と地域を巡回したり、家

庭を戸別訪問して犯罪の芽を摘み、犯行を未然に

防ぐ能動的防犯とに分けられます。近年では防犯

体制の強化によって犯罪認知件数が減少傾向では

あるが、時代の変化に伴って犯罪も多様化してお

ります。 

  本市でも防犯についてさまざまな取り組みを実

施しておりますが、目指すまちの姿として暮らし

の安全が確保され、誰もが安心して暮らせるまち

づくりにおける防犯体制の充実や防犯意識の高揚、

防犯環境の整備は非常に重要になってくることか

ら、以下の点についてお伺いいたします。 

  ⑴本市の防犯に対する課題と取り組みについて

お伺いいたします。 

  ⑵市内の公共施設の防犯体制と課題についてお

伺いいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） ２の本市の防犯につ

いて順次お答えをさせていただきます。 

  生活環境部からは、⑴の本市の防犯に対する課

題と取り組みについてお答えをいたします。 

  課題といたしましては、防犯に対する意識の向

上、取り組み等こういったことに対して市民の自

主的な防犯活動や防犯の発生しにくい環境づくり

のための一人一人のさらなる意識向上、こういっ

たものが重要というふうに捉えているところでご

ざいます。取り組みといたしましては、啓発活動

をはじめといたしまして、地域防犯カメラ、防犯

灯に対する補助金、自主防犯活動支援補助金、こ

ういったことなどに補助金を出しているというこ

とを行っているというところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） 総務部長。 

○総務部長（山田 隆） ⑵の市内公共施設の防犯

体制、課題についてお答えをいたします。 

  市内公共施設の防犯体制といたしましては、施

設長が中心となりまして防犯、安全確保の組織的

な対応を行うものとしております。具体的には、

防犯マニュアルの整備、防犯カメラの設置、さす

またの整備、夜間警備の業務委託など行っている

ところでございます。 

  課題といたしましては、各施設の利用状況や実

情を踏まえた有効な防犯体制を構築することとあ

わせまして、日頃から職員が高い防犯意識を持ち、

継続的に取り組むことであると考えております。 

○議長（吉成伸一議員） ２番、山形紀弘議員。 

○２番（山形紀弘議員） 答弁了解いたしました。 

  それでは、⑴からまた再質問させていただきま

す。 

  課題については、防犯意識の向上が重要という
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認識で了解いたしました。その⑴の取り組みの中

で、今年度地域防犯カメラ設置費補助事業という

ふうな形で実施されました。地域における犯罪の

発生を防止するため、不特定多数の者が利用する

道路、公園等の公共空間に撮影する地域防犯カメ

ラを設置する自治会に対し、その設置及び管理に

要する費用の一部について補助する事業でござい

ます。現在その２つの自治会がこの地域防犯カメ

ラを導入したというふうな話を聞いております。

私の地元も自治会長さんからそういうふうなお話

があって、私の近くのほうの自治会のほうにも４

台ですか、つけた経緯があります。 

  最初この地域防犯カメラの設置事業の補助事業

について、非常にいいことだなと思って聞いて、

区長さんもいいね、いいねというふうな異口同音

で皆さん言っておられたんですが、私はもっと普

及すると思ったんですが、なかなか事業の内容を

見ると、個人情報やプライバシーの権利、あとは

設置費の経費などがこの地域防犯カメラ補助事業

の導入の妨げになっているんではないかなと思う

んですが、今後地域防犯カメラの補助金をもう少

し利用しやすいように事業概要を変更してはどう

かなと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 防犯カメラの設置に

対する考え方ということかと思うんですけれども、

これについては昨年度から始まりましてまだ実質

的に６月から受付開始ということで、その前に地

域の皆さんにこれに対する説明会をさせていただ

きました。ただその時点では各自治会の総会等が

終了した時期というんですか、４月、あるいは３

月ごろに総会が開催されるパターンが多いという

こともありまして、自治会の総意というものがな

かなかとれなかったというようなこともあるのか

なというふうに感じているところです。そうした

ことから、実質今年度というんですか、来年度で

すか、令和２年度からが本格的に動き出す時期な

のかなというふうに考えているところもございま

す。 

  そうしたことから、その議員さんおっしゃられ

たように、少し使い勝手が悪いとそういったとこ

ろもあるのかとは思うんですけれども、もう少し

他市の状況なんかからしても上限であるとか、考

え方、こういったところは十分クリアしているの

かなというふうに考えますので、もう少し様子を

見させていただいて、設置する自治会等の意見を

聞きながら、もし改良してさらに使い勝手がよく

なるということであればその辺は十分検討してい

きたいと思いますけれども、令和２年度からが実

質の開始というようなこともありまして、もう少

し様子を見させていただければというふうに考え

ているところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） ２番、山形紀弘議員。 

○２番（山形紀弘議員） 確かに６月から導入した

ということで、まだまだ結果が出ないというのは

了解します。３月には自治会の総会そういったも

のが開かれると思います。そういった中でまたそ

の総会の一部の資料の中に地域防犯カメラの設置

事業のチラシを入れて生活環境のほうでちょっと

レクチャーに行くとか、今まで２台つけた設置事

例をご紹介するとか、そういったことでもう少し

地域防犯カメラせっかく私すばらしい事業だと思

っております。 

  昨年のこのあおり運転というふうな中でドライ

ブレコーダーのちょっと違うんですが、すごい映

像を見て連日連夜の車のあおり運転のやつを見た

ときにああいうふうに証拠に残っておけばいかな

るときでも対応できる、今回はこの地域防犯カメ

ラということでありますので、そういったものが
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ついているということになるだけでも犯罪の抑止

力の効果になりますので、ぜひ多くの方々の自治

会で普及していただけるようこれからも引き続き

ＰＲしていただきたいと思います。 

  続きまして、⑵について再質問します。 

  現在市内の公共施設152カ所について防犯カメ

ラが設置しているのが35施設、合計130台、さす

またを常備しているのが51施設、合計233個、防

犯マニュアルがある施設は75カ所、またこういっ

た防犯訓練を43カ所で行っているというふうなこ

とを調べました。 

  朝実はここに上がってくる前に市民課に行って

まいりました。いつも挨拶してくれる市民課の職

員さんにいろいろな人が来るからもし防犯に対す

る取り組みはどうなっているの、さすまたよくあ

りますよね。場所どこにあるのかわかるのと言っ

たら、いやわかりませんと、非常に残念な、奥の

ほうに行って市民課の職員の人に言ったら、わか

りませんと、だったら何で置いておく必要がある

のかなと、特に市民課というのは女性が多いとこ

ろでありますので、いざというふうなときには本

当にさすまたの位置もわかってないということに

なれば非常にこれ何かあったときに大変なことに

なると思います。 

  特にこの152カ所というふうな公共施設を全て

言うわけではありませんが、特に来場者数が多い

本庁舎、西那須野庁舎、あと塩原庁舎において防

犯マニュアル作成、もしくは防犯訓練、そういっ

たものを定期的に行えば防犯意識の向上につなが

ると思いますが、お伺いいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 現在本庁舎、それから各

支所においてご指摘のようにさすまたの設置はし

ているところでございますが、現実的に場所も含

めてちょっと周知が足りなかったのかなと思って

います。その辺は十分今後注意していきたいと思

います。 

  ご指摘の防犯マニュアル、それから防犯訓練、

これは現在庁舎、各支所では行っておりません。

しかしながら、近年全国の自治体の庁舎で暴力事

件とか放火事件相次いでおりますので、この辺の

防犯対策は必要だと痛感しております。 

  今後防犯マニュアルの作成、それから防犯訓練

実施については、今後前向きに検討していきたい

というふうに思っております。 

○議長（吉成伸一議員） 市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 議員おっしゃるとおり市

役所にはさまざまな方がいらっしゃるんです。今

部長から答弁ありましたけれども、いろいろな事

件が起きていると、極端な話ですけれども、専門

家ともこの場合は弁護士とかになるんですけれど

も、例えば市役所に危険物、ガソリンとか持って

きた人が来た場合どうやってとめるのかといった

場合、市役所というオープンスペースであるとい

うことで、なかなか入らないでくださいというの

を全部入場規制するのは難しいところがあって、

非常にジレンマがあるなと思っているんです。一

つはやはり警察とよく連携をするというのがある

とは思うんですけれども、やはりこのご時世本当

に何が起きるかわからないところもありますので、

そういった警備、もちろん職員の防犯意識を持っ

てもらうというのはこれは必要なことですし、そ

れだけでなくて、警察であったりとか、警備会社

ともやはり連携して、何か事件が起きた場合に

我々職員の被害もありますし、またその多くの市

民の方が集まる場でもありますから、やはりリス

クというのは常に想定をしておかなければならな

いなというふうに考えております。 

○議長（吉成伸一議員） ２番、山形紀弘議員。 
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○２番（山形紀弘議員） ぜひ自分の命は自分で守

らなければならないんですが、備えあれば憂いな

しということがありますので、ぜひその辺の防犯

意識を職員の皆様はいろいろな方と接する機会が

多いので、常に意識向上のためにお願いします。 

  相模原の障害者施設殺傷事件というものが2016

年にありました。７月26日未明に神奈川県相模原

市県立の知的障害者福祉施設で発生した大量の殺

人事件がありました。元職員の方、犯行当時26歳

の方が施設に侵入して所持していた刃物で入所者

19人を刺殺し、入所者、職員26名重軽傷を負わせ

た事件がありました。そんな事件を思いますと本

市にも高齢者施設、障害者施設などは非常に狙わ

れやすいというふうなターゲットになるんではな

いのかなと思うんですが、そういった施設、現在

防犯に対する具体的な取り組みがあるのかお伺い

いたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 福祉施設の防犯体制

ということでございますが、市で所有している福

祉施設につきましては、高齢者関係の施設が５つ、

障害者の関係が１つということでございます。防

犯体制につきましては、高齢者の施設についてマ

ニュアルがあります。障害者の施設はすみません、

マニュアルがありませんので、こちらのほうはマ

ニュアルを大至急つくるようにしたいと思います。 

  マニュアルの中でどんな体制をとっているのか

ということでご説明したいと思いますが、マニュ

アルの中には不審者が来たときの対応の仕方とい

うことで、まずは来た場合にはお話を聞いて退去

していただくということがまず一つと、それでも

聞き入れていただけなければ警察を呼ぶというの

が第２番目と、それと最後最悪の場合、刃物等を

持ってきた場合は、その利用者を不審者から遠ざ

けるための方策をとるというような内容のマニュ

アルでございます。 

  それと防犯訓練につきましては、障害者の施設

も高齢者の施設も行っておりませんので、先ほど

総務部長が答えたとおりに前向きに考えていきた

いということであります。 

  以上です。 

○議長（吉成伸一議員） ２番、山形紀弘議員。 

○２番（山形紀弘議員） 非常に狙われやすいとい

うふうなことは認識はしているでしょうから、ぜ

ひマニュアルの作成、訓練、防犯訓練ですとそん

なにと言っては大変語弊があるんですが、大々的

にやらなくても常にさすまたの使い方とか、ケー

ス・バイ・ケースでいろいろな防犯訓練のいろい

ろな事例を見ながら取り入れることができると思

いますので、よろしくお願いします。 

  そんな中、防犯ということで、きょうのけさの

下野新聞の中で、県内の公園や公衆トイレのペー

パー持ち出し多発というふうなことで、非常に残

念な事件がありました。こういうふうな防犯体制

そういう中で、那須塩原市の関谷の道の駅、男女

のトイレで37個が盗難に遭った、また同２日には

同市内の塩原支所のトイレで数個盗まれたという

ふうなことになっております。トイレットペーパ

ーだからというふうな軽い気持ちで盗む方もいる

んでしょうけれども、実際これも私たちの税金で

ございますので、ついこういうご時世だからトイ

レットペーパーが品薄だから、トイレットペーパ

ーの次は何をなるのかなというふうなもうＳＮＳ

のデマの拡散でここまできていると思うと、前回

は鉄が流通するグレーチングですか、あれも持っ

ていってしまったなんというふうなこともありま

すので、この今回トイレットペーパーの持ち出し

のことに関してその辺の防犯とかというふうなこ

とはどうなっているのかお伺いいたします。 
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○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 議員ご指摘の新聞、支所

が数個のトイレットペーパーが盗まれたというふ

うに出ております。現在本庁、西那須野支所にお

いては、その確認はまだ盗難は起きてないという

ふうに認識はしているところでございますが、防

犯体制としては防犯カメラとかというのはちょっ

と難しいのかなと思いますし、トイレットペーパ

ーを保管しているところに鍵をつけるのもちょっ

と難しいので、現在の対策としてはこまめに巡回

するとか、あとはトイレットペーパーの保管棚に

は小出しにちょっと置いておくとか、そういうふ

うな対策しか今のところ防犯体制としては考えら

れないのかなというふうな気はしております。今

後の状況をちょっと気をつけて見ていきたい思っ

ております。 

○議長（吉成伸一議員） ２番、山形紀弘議員。 

○２番（山形紀弘議員） 今度は盗まれないように

しっかりと管理していただけるようよろしくお願

いします。 

  警察のみに頼る防犯対策にも限界があります。

防犯対策は今まで警察を中心として活動を行って

きましたが、犯罪の急激な増加、複雑、多様化、

広域化、そういったものは大変多くなっておりま

す。もはや犯罪の未然防止を警察活動のみに頼る

状況は限界にきていると私は思います。 

  そこで、社会全体の規律意識を高め、犯罪の起

きにくい安心で安全な地域環境をつくり、市民の

力が発揮され、市民生活の至るところで防犯意識

を持った活動が沸き起こる状況を創り出すことが

重要であると思います。市内のさまざまな公共施

設には死角があり、見通しがきかない防犯対策の

後れも見受けられますので、引き続き防犯に対す

る取り組みの充実をお願いします。 

  ２は終了させていただきます。 

  続きまして、３、本市の水不足解消に向けた取

り組みについて。 

  人が生きていくためには、水はなくてはならな

いものです。家庭では炊事・洗濯、お風呂、水洗

トイレで使うのをはじめ、デパートやホテル、プ

ール、学校や病院などの公共の施設などでも多く

の水が使用されております。また、生活のための

水だけではありません。農作物を作るための田ん

ぼにも必要であり、工場でも大量の水を使用しま

す。水は人々の暮らしになくてはならないと考え

られることから、以下の点についてお伺いします。 

  ⑴水資源の現状と課題をお伺いいたします。 

  ⑵農業用水が不足したときの対応についてお伺

いいたします。 

  ⑶工場用水が不足したときの対応についてお伺

いいたします。 

  ⑷生活用水が不足したときの対応についてお伺

いいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） ３の本市の水不足解消に

向けた取り組みについて、順次お答えいたします

が、私からは⑴の水資源の現状と課題についてお

答えを申し上げます。 

  我が国は、世界的に見ると降雨量が多く、水が

豊かな国でありますが、近年は局地的、集中的な

降雨など降水量の変動が大きくなる傾向がみられ

ます。本市には河川や那須疏水のほか、総貯水容

量2,580万ｔの深山ダムや総貯水容量876万ｔの塩

原ダムなどがあり、豊富な水資源を有する地域で

あります。しかし、水田の取水期や夏期の渇水等

への対応が大きな課題と今なってきております。 

  こうしたリスクを一つの市で解決することはき

わめて難しいというのが現状でございますが、本
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市は地球規模の課題に正面から向き合い備えると

いうために気候変動対策局、それから気候変動適

応センターを設置することとしたところでありま

すので、今後もそういうところでできる備えをし

ていきたいというふうに考えております。 

○議長（吉成伸一議員） 産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 私からは⑵⑶につき

まして、お答えさせていただきます。 

  ⑵の農業用水が不足したときの対応についてお

答えいたします。 

  本市におきましては県と連携し、水田の節水方

法や水稲などの管理方法などをまとめた水不足に

対する農作物技術対策を各農家に周知し、農作物

被害の未然防止を図っております。また、予定し

ていた農作物の作付ができない事態が生じた場合

には、農業保険の補償金や作物転換することで経

営所得安定対策等交付金の対象となるケースもあ

りますので、農業共済組合や農業再生協議会を案

内し、できる限り農業経営に悪影響を及ぼさない

よう対応しております。 

  次に、⑶の工場用水が不足したときの対応につ

いてお答えいたします。 

  市内で水を大量に使用する事業所の多くは地下

水を利用し、複数の井戸を設置するなど安定的に

水を確保しており、市としての対応は特に行って

おりません。 

○議長（吉成伸一議員） 上下水道部長。 

○上下水道部長（磯  真） 最後に⑷の生活用水

が不足したときの対応についてお答えいたします。 

  生活用水が不足したときは水道を使用されてい

る方々に節水のお願いを行うこととなります。さ

らに水不足が継続する場合には、段階的に給水制

限を行い、対応してまいりたいと考えております。 

○議長（吉成伸一議員） ２番、山形紀弘議員。 

○２番（山形紀弘議員） 答弁了解いたしました。

この質問に至った経緯なんですが、ことしはほと

んど本当に雪が降らない、私の記憶の中でもこれ

スタッドレスタイヤがなくても全然まちの中走れ

たななんてぐらいの雪不足でございます。雨はこ

こ何日降ったりやんだり、きのうは雨でしたが、

昨年ですか、春先の田んぼの植える時期にある農

家さんが水かなくて田んぼに水が引けないなんて

いうふうなお話をいただいて、中には何十万もか

けて井戸を掘って、そして水を引いて田植えした

というふうなお話も聞きました。また、それもで

きずに田植えを断念したというふうな農家さんの

話もあり、そういう話を聞くとことしはなおさら

水不足が心配されるんではないかなというふうな

ことで、今回の質問に至りました。 

  それでは、⑴から⑷まで関連がありますので、

一括にて再質問いたします。 

  過去にこの生活用水が水不足によってそのとき

どういった対応したのか、どれくらいあったのか、

生活用水のそのときの対応をお伺いいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（磯  真） 過去の水不足の状況

ですけれども、先ほど議員からお話がありました

ように昨年、また一昨年、その前々年度の平成28

年ということで、ほぼ毎年のように水不足が発生

している状況でございます。 

  なお、生活用水につきましては、昨年は鳥野目

浄水場、あと千本松浄水場で取水をしております

那須疏水におきまして、那珂川から15％の取水制

限がございました。水道におきましては市民の皆

様に節水のお願いをした上で、予備水源の地下水

の活用も行いながら通常の給水を実施したところ

でございます。 

○議長（吉成伸一議員） ２番、山形紀弘議員。 

○２番（山形紀弘議員） 予備水源を利用したとい
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うふうな事例があるというふうなことで、ここの

ところやはり水不足は避けて通れないと思ってお

ります。 

  現在本市が抱えている水資源先ほども企画部長

から答弁ありましたが、例年に比べてことしはそ

の水不足、過去の推移から見て深山ダム、塩原ダ

ムというふうなことで、どれぐらいの水が確保さ

れているか、その推移がわかればお伺いいたしま

す。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（磯  真） うちのほうで把握し

ているのは、深山ダムの現在の貯水率についてち

ょっと調べてありますので、そちらについてご報

告いたします。 

  先月の２月末日時点で深山ダムの貯水率が

81.0％ということで、昨年の同時期よりも上回っ

ているというふうなことでございます。 

○議長（吉成伸一議員） ２番、山形紀弘議員。 

○２番（山形紀弘議員） 例年より少し水が多いと

いうふうな認識です。そうは言ってもこれからま

たもっと雨が降らなければ、そういうふうに水が

あると思ってまたむやみに使ってしまうとまた水

不足というふうなことで大変な状況になります。 

  今、３月に質問したのは６月に質問するより３

月に今のうち質問しておけば急に慌てることなく

今のうちから農家さんや市民の方々に水不足が生

じたときに非常にいいタイミングかなというふう

なことで３月に質問させていただきました。 

  水不足が生じた際、水道の利用者、市民への周

知方法、現在どのように行っているのかお伺いい

たします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（磯  真） 市民への周知の方法

ですけれども、昨年なんかもそうだったんですけ

れども、市のホームページ、みるメール、あとは

自治会への回覧等で周知を図っているところでご

ざいます。 

  ただ、水道の場合は水不足に限らず急な漏水に

よります断水のお知らせなんかもございます。そ

ういったときには迅速な対応が図れるみるメール、

ホームページでの周知方法が有効だと考えている

ところです。ただみるメールの利用登録者数がた

だいま現在１万2,000件程度というふうなことで

ございますので、水道におきましては来月の４月

から検針票にみるメールの登録ページにアクセス

できるＱＲコードのほうを印刷しまして、水道の

利用者の方々にみるメールの登録を呼びかけたい

というふうなことで考えております。 

○議長（吉成伸一議員） ２番、山形紀弘議員。 

○２番（山形紀弘議員） ＱＲコードのほうでご案

内するということでわかりました。 

  その市のホームページを見ると節水のお願いと

いうふうな形でいろいろ書いております。ほかの

自治体なんかもいろいろなこと書いてあるんです

が、小冊子にするなり、パンフレットにするなり、

ちょっとそういったものをつくってもいいんでは

ないかなと思いますが、そうすると節水に対する

取り組み、水道水のありがたみというふうなこと

がわかると思いますが、その辺どうでしょうか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  上下水道部長。 

○上下水道部長（磯  真） 今のところはホーム

ページ等で節水のお願いをしているところでござ

いますけれども、そういったチラシ、パンフレッ

トも有効であれば取り組みたいと思いますので、

ちょっと検討させていただければと思います。 

○議長（吉成伸一議員） ２番、山形紀弘議員。 

○２番（山形紀弘議員） 水は私たちになくてはな
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らないものなので、大事に私も使いたいと思いま

すので、その辺の節水のお願い、時期が早いかな

と思いましても、これだけ雪が降らないと非常に

重要になってくることでございますので、今のう

ち周知活動広めていっていただきたいと思います。 

  今後本市では、気候変動対策局と気候変動適応

センターが設置されます。水不足の解消などさま

ざまな地球規模の課題を協議、対応して、市民の

暮らしが困らないようにしっかりと取り組んでい

ただきたいと思います。 

  以上で私の市政一般質問を終了いたします。 

○議長（吉成伸一議員） 以上で２番、山形紀弘議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

  会議の途中ですが、ここで15分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午前１０時５０分 

 

再開 午前１１時０４分 

 

○議長（吉成伸一議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 森 本 彰 伸 議員 

○議長（吉成伸一議員） 次に、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 議席番号７番、森本彰伸。

那須塩原クラブ。 

  通告書に従い、市政一般質問を始めます。 

  １、健康課題を抱える児童生徒への支援につい

て。 

  近年子どもたちは多様化する社会の中、さまざ

まな健康課題に直面しています。生活習慣の乱れ

からくる肥満や痩身、アレルギー疾患の増加、精

神的な問題など抱える健康問題も多様化していま

す。時にこのような健康課題を抱える子どもたち

の背景にいじめ、虐待、そして貧困などの問題が

隠れていることがあります。単に健康問題として

治療を進めるだけではなく、そこに隠れる課題に

目を向け、支援をしていくことが子どもたちの健

全な成長には不可欠になっていることから、本市

の小中学校においての児童生徒の健康管理と指導、

支援についてお伺いします。 

  ⑴児童・生徒の健康診断の実施状況について。 

  ⑵健康診断での検査項目について。 

  ⑶健康診断の結果の活用について。 

  ⑷児童生徒から担任教師への健康状況の相談状

況と対応について。 

  ⑸保健室での児童生徒からの相談状況と対応に

ついて。 

  ⑹スクールカウンセラーやスクールソーシャル

ワーカーの役割について。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、健康課題を抱

える児童生徒への支援に関する質問につきまして

お答えさせていただきます。 

  初めに、⑴と⑵につきましては、関連がござい

ますので、一括をしてお答えをさせていただきま

す。 

  健康診断につきましては、学校保健安全法施行

規則で定められておりまして、毎年６月30日まで

に各学校において全ての児童生徒に対して実施を

しているところでございます。検査項目につきま

しては、法令の定めにより栄養状態の確認、身長、

体重、視力、聴力の測定、心臓、目、耳鼻咽頭、

歯などの疾病及び異常の有無、さらには結核の有

無等となっております。それらの項目を内科、眼
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科、歯科検診等のほか、学年によりましては心臓

検診、あるいは血液検査等で検査を実施している

状況にございます。 

  次に、⑶の健康診断の結果の活用についてお答

えをいたします。 

  健康診断の結果につきましては、またこれも法

令によりまして、健康診断実施後21日以内に児童

生徒及び保護者に通知をするということになって

おります。その結果に基づきまして養護教諭を中

心にして疾病の予防措置、あるいは治療の指示、

勧告等の対応を行っているところでございます。 

  次に、⑷の児童生徒から担任教諭への健康状況

の相談状況と対応についてお答えをいたします。 

  担任は、毎朝学級の児童生徒の健康観察を行っ

ております。この中で体調が悪い児童生徒は、担

任に申し出て相談をしているということでありま

す。また、担任はこの健康観察を通して気になる

児童生徒を早期に発見することができまして、心

配な面があった場合には、個別に時間を設けて話

を聞くなどの対応を行っているところであります。

場合によっては養護教諭や管理職、さらには保護

者とも連絡を取り合いまして、児童生徒の健康状

態に応じた対応を行っているということでありま

す。 

  次に、⑸の保健室での児童生徒からの相談状況

と対応につきましてお答えをいたします。 

  保健室を担当する養護教諭は、全ての児童生徒

とかかわりを持ちやすく入学してから卒業するま

での児童生徒の成長、発達をつぶさに見ておりま

す。また、保健室は誰でもいつでも安心して話が

できるところでございまして、心の問題を表現す

ることが難しい子どもたちにとりましては、身体

症状として訴えやすい場でもございます。養護教

諭は担任が気づくことができなかった児童生徒の

問題に気づくこともございまして、保健室での児

童生徒の様子を毎日保健日誌に記入するとともに、

必要に応じて担任や管理職に伝えまして、チーム

で対応をとっているということであります。 

  最後に⑹のスクールカウンセラーやスクールソ

ーシャルワーカーの役割につきましてお答えをい

たします。 

  学校教育法施行規則におきましてスクールカウ

ンセラーは、児童生徒の心理に関する支援、スク

ールソーシャルワーカーは、児童生徒の福祉に関

する支援を行うというふうに定められています。

児童生徒の健康課題に対しまして直接的な対応を

担うそういう役割ではございませんけれども、そ

の背景に心理や福祉に関する課題がある場合には、

その課題解決に向けまして関係機関と連携を図り

ながら支援に当たっているというような状況でご

ざいます。 

  以上であります。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 今回この質問させていた

だいたのは、ニュースなどを見て虐待であったり

とか、いじめ、そういったことで子どもたちが本

当に傷つく、そういう姿を見るたびに胸を引き裂

かれるような思いがする中で、本市の子どもたち

が健全に健康に生きていく、学んでいくというこ

とを求めて今回この質問をさせていただきました。 

  ⑴から⑶番まで私のほうから一括で再質問させ

ていただきたいというふうに思います。 

  健康診断は、もちろん健康状態を確認したりと

か、その後の健康の進行指導を行うということが

目的だということは理解させていただいておりま

すけれども、その影にはいじめ、虐待、心の病な

どをそういう兆候を見つけるという目的を持たせ

ているのかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 
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○教育長（大宮司敏夫） 今議員がおっしゃるとお

り、学校で行われている健康診断につきましては、

その目的２つございます。１つは子どもたちが

個々に学校生活を送るに当たりまして、支障があ

るかどうかというようなことのいわゆるスクリー

ニングというんでしょうか、具体的な対応につき

ましてはその次の部分でありますけれども、もう

１つは学校として健康課題がどういったものがあ

るかということ、それを把握して今後の健康教育

に役立てる、学校全体としてどういったことに注

意しながら取り組んでいくかという、その２つの

ことがこの健康診断を実施する際の目的なのかな

と思いますが、当然それによりまして今議員おっ

しゃったとおり影にある部分、一人一人の子ども

たちがひょっとしたらいじめとか虐待とか、ある

いは心の悩みとかそういったものが何らかの形で

あらわれている部分、そういったものを気づくき

っかけになるということは間違いないと思ってい

ます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） そういったその心の病だ

ったりとかそういうところを見つける、兆候を見

つけるという目的もあるというふうに私理解させ

ていただきましたが、それでは健康診断の際にど

んなことが例えば項目、またはどんなところを見

てその兆候というのを見つけているのかというの

をお伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

○教育長（大宮司敏夫） 健康診断の検査項目とい

うところで考えた場合には、一つは内科検診がそ

れに当たるのではないのかなと思います。当然の

ことながらその中で体を診て栄養状態がどうであ

るかといったことはよく見つけられるかなという

ふうに思っています。 

  また、もう一つ重要なものは、歯科検診なんで

す、実は。特に歯の場合にう歯等があって、それ

が前年と比べてきれいに治療されているかどうか

とか、あるいはふえているかどうかとかというよ

うなこと、そういったものから見て内科検診も含

めていわゆるネグレクトとか、そういったものが

ここから見つけられるということがあるんではな

いかなと思っています。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 私も歯科検診がその虐待

などを見つけるきっかけになるという話をちょっ

と聞いたことがありまして、そういうところにや

はり注意をしていく必要があるのかなというふう

には思います。ただ見えにくい部分がありまして、

例えば生活のリズムの乱れ、今スマートフォンな

どがかなり普及してきて、子どもたちも夜寝る時

間が遅くなったりとか、朝食を食べないとかそう

いうことが問題にもなっていると思うんですけれ

ども、そういう生活の乱れというのはちょっと健

康診断だけでは見えにくい部分もあるのかなとい

うふうに思うんですけれども、問診的なものとい

うのを健康診断を通して行われたりするようなこ

とがあるのかお伺いします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

○教育長（大宮司敏夫） 学校医さんによる例えば

先ほど内科検診等で多少問診等もあるかと思いま

すが、どちらかといいますと今おっしゃったよう

な生活の乱れにつきましては、最初答弁しました

担任が行っている毎朝の健康観察、こういった中

で日常の子どもの様子から例えば朝からあくびを

している様子があるとか、あるいはどうも朝食を

とってきてないのではないのかなとか、そういっ

たふだんの様子その中から気づくということが多

いのではないのかなというふうに思います。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 承知いたしました。見え
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にくい部分というのは確かに医療的な部分だけで

はわからない部分もあると思いますので、ふだん

から子どもに接している担任の先生の対応という

のは重要なのかなというふうに理解させていただ

きました。 

  次に、栄養状態が悪いような子、それとか先ほ

ど言っていた歯科検診などで虐待などが疑われる

ような場合というときの追跡の調査というような

ことを学校で行うのかをお伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 冒頭お答えしましたとお

り、健康診断の結果につきましては、21日以内に

通知を差し上げるというのがございますので、そ

れによりまして個々にこういうケースについては

どうぞ専門に診せてくださいとか、あるいはこう

いったところについてはぜひ改善をお願いします

とかというようなことがありまして、その後のフ

ォローについても個々についてしっかり行ってい

るものというふうに理解をしております。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 通知のみではなくて、そ

の後の指導のほうにも生かしているという理解さ

せていただきました。 

  それでは、そういったケースで実際に本市にお

いていじめや虐待、自傷行為、そのほかのそうい

う子どものトラブルみたいなものは見つかったよ

うな事例があるのかをお伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 先ほどのケースについて、

特に歯科検診、う歯が治療されずに放置されてい

るというような状況が見られて、ネグレクト等が

疑われるという事案は確かにございました。また、

自傷行為につきましても、やはり女の子で内科検

診の際に担任とそれから検診に当たった校医先生

との間で何かこの子につきましては、問題がある

のではないのかなというような話し合いがされま

して、その後校内でのケース会議で対応したとい

うようなケースもございます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） そういったケースという

のは問題を解決するというのは物すごく大変なこ

とではないのかなというふうに思うんですけれど

も、本市でのその事例は適切に対応することによ

って解決されたということでよろしいでしょうか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 議員おっしゃったとおり

一つ一つの例につきましては、そう簡単に短時間

のうちに解決する問題ではございません。やはり

どっちかといいますと保護者の方の理解を得なが

ら、保護者の方の協力というんですか、保護者と

一緒にその問題に向き合っていくということが大

切でありましたので、いずれのケースにつきまし

ても現在対応しています。これは過去の事例とな

っております。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） これ子どもたちの命にか

かわることでもありますので、もちろんその保護

者との対話であったりとか、保護者との協力とい

うのも必要だと思うんですけれども、場合によっ

ては関係機関との協力のもと子どもたちの命を守

るというそういうこともする必要があるのかなと

思いますので、そこは適切に対応していただきた

い、実際全国的に虐待の問題とかも親の虐待とい

うのも問題になってきていますので、そういうの

が見つかった場合には適切に対応していただきた

いなというふうに思います。 

  続きまして、⑷担任教諭の相談と対応の再質問
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のほうに入らせていただきます。 

  子どもたちから朝だったりとか、担任の先生な

どに相談があると思うんですけれども、その相談

というのはそれぞれ記録にとっているんでしょう

か。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 子どもたちとの相談の記

録でございますが、これは一人一人の子に対しま

して児童生徒指導票という実は記録が学校には備

えられておりまして、そこに逐一記録されてきて

おります。 

  また、学校におきましては、年に２回ないし３

回定期的に行う定期の教育相談というのがござい

まして、そちらにつきましては全ての子に対して、

それから場合によっては先ほど申し上げたとおり

ちょっと気になるなという子がいた場合につきま

しては、その子に間髪を入れず個別の相談の時間

をとるということで、これ学校ではチャンス相談

というふうに言っているんですけれども、その際

の記録につきましてもしっかりその児童生徒指導

票に記録をされてそれがずっと申し送りされてい

くというふうになってございます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） きっちり記録されている

ということですけれども、朝の健康観察のときに

気をつけて担任は子どもたちを観察しているとい

うことなんですけれども、特にそういうときに担

任の先生たちが子どもたちを見るときに気をつけ

て見るポイントというか、どういうところを見る

のかをお伺いします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 私はやはり朝の健康観察

というのはとても大事だなというふうに思ってい

るんです。毎日ですし、一人一人の子どもの顔と

か、返事をする声のぐあいとかそういったものを

担任がしっかりとキャッチをしている、その場面

ですので、これはとても重要だと思っています。

各クラス必ず朝の健康観察簿というのがありまし

て、そこにもチェックをされて、それが養護教員

にもその日の朝のうちに共有できるというような

ことにもなっております。委員おっしゃるもので

すとやはり子どもの顔とか手足とか、要するに皮

膚が出ている部分、そういった部分を注意して見

ると、時にきのうなかった傷があったりとか、ち

ょっとあざがあったりとかというものが見られる

場合があります。そうなると当然のことながら虐

待とかそういったものがあるんではないのかなと

いうようなことで、それにつきましては直ちに保

護者のほうに確認をとってこんな様子なんですけ

れども、これ何かあったんですかというような確

認をとったりして対応をしているというようなこ

とであります。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） これはやはりチェック項

目があるということなので、大丈夫なのかと思う

んですけれども、先生方によってやはりスキルに

よって変わってくる部分でもあると思うんです。

もちろん手の見えているところというのもそうで

しょうし、例えば服装だったりとか、服が極端に

汚れているとか、そういうことがあったりした場

合に、場合によっては友達関係の中でということ

もあると思うんです。そういう友達関係の部分も

ありますし、その保護者がちゃんと洗濯してあげ

ているのかとかそういう部分も含めて見ていく必

要があるのかなというふうに思いますので、ぜひ

その注意深くそこは見ていただきたいなというふ

うに思いますし、またそれをどの先生だったらで

きるけれども、どの先生だったらできないという
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ことがないように先生方一人一人が特に担任を持

っている先生方は子どもたちの観察がしっかり同

じようにほかの先生方と先生によって差が出ない

ように見ていただけるようにしていただけたらい

いのかなと思いますので、お願いしたいところで

あります。 

  子どもが学校に来て朝顔を見ていればそういう

のを気づくことというのはよくあると思うんです

けれども、今やはり不登校とかも問題になってき

て欠席が続く子なんていうのも多いと思うんです。

そういう場合に例えば連続どのぐらい休んだら家

庭訪問など保護者へのアプローチをするとか、そ

ういう基準のようなものというのはあるのかお伺

いしたいというふうに思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 欠席が続く子への対応で

すけれども、不登校対応というものもあったりし

ますが、通常連続して要するに２日連続して欠席

をするといったことがあった場合には、当然保護

者からも連絡がありますけれども、どんな様子で

しょうかというようなことでしっかりと連絡をと

る、あるいは家庭訪問するというようなことで対

応できていると思っています。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 不登校の始まりとかとい

うのは多分最初は普通の病欠とわかりにくいとこ

ろもあるでしょうし、親からも普通にちょっと風

邪ぎみなんでなんていう報告が多分多いのかなと

いうふうに思うんです、最初は。ですから、そこ

はやはり入り口の部分しっかりサポートしてあげ

るということが大切なのかなと思っております。

実際小学校でも中学校も不登校というのは多くな

ってきたりとかという、それは小学校から不登校

で中学校に行ってなかなか復活できるのは難しい

ということもあると思うのでそういうのもあると

は思うんですけれども、心の悩みという部分とい

うのはやはり最初にその子の心が傷ついてしまっ

たというときにしっかりサポートしてあげるとい

うことが大切だと思いますので、欠席が多くなる、

例えば朝の観察で異常を見つけた場合もそうです

し、できるだけ早い対応というのが必要なのかな

というふうに思いますので、お願いしたいという

ふうに思います。 

  それで、朝の観察時だけではなくて、子どもの

ほうから相談がくることがあると思うんですけれ

ども、そのときに先ほど個別の相談を受けること

もあるというふうにお伺いしたと思うんですけれ

ども、個別の相談というのはどういったところで

どういうふうな形で受けているのかというのをお

伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 学校には教育相談をする

ためのスペースというか、教育相談室とかそうい

ったものございますので、ほとんどの場合はやは

り直接その子と個別の空間が作れてほかの子の目

を気にせずとも相談できるようなそういった空間

をしっかりとつくった上で実証しているというこ

とであります。必ずしもその子が担任の先生に聞

いてもらいたいということばかりではないことも

あります。実はこの先生とちょっとお話をしたい

んだというケースもあると思いますので、その子

に必要な相談を受ける先生との対応とこういった

ものも当然あると思います。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） いずれにしても子どもの

ほうからなんか行くというのはなかなか難しい部

分あると思うんです。恐らく違う先生にというケ

ースだと例えば前の学年のときの担任の先生であ
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るようなケースがあったりとか、よく休み時間に

一緒に遊んでいる先生であったりとか、それはそ

の子によって違うのかなと思いますので、そして

また、そういう子どもたちというのは恥ずかしが

り屋であったりするケースも多いと思うんですね。

そうするとほかの子たちがいたりすると相談をす

るのもしにくかったりするというケースもあると

思いますので、そこは柔軟な対応をお願いしたい

ところであると思います。 

  それでは続きまして、⑸の保健室の相談状況の

再質問に移らさせていただきます。 

  保健室では保健日誌をつけて担任や管理職との

チームでの対応しているということですけれども、

教室で担任の先生が受けた相談というものは、養

護教員に対しても報告を受けてそのチームでの相

談体制というのはしているのかというのをお伺い

したいというふうに思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 全てが行くかということ

ではないとケースもあると思いますけれども、特

に担任の先生が注意していろいろかかわりを持っ

ている子というのは、多くの場合には保健室にも

来室をしていろいろ養護の先生とも話をしている

というケースがあります。当然保健日誌の中には、

その日何年何組の誰がどういうようなことで来た

のかということは全部記録をしておりまして、そ

れは管理職まで全部その日のうちに報告がされる

ということになっております。ですから、当然そ

の中で担任の先生との情報の共有というのも学校

体制でできているものではないかと思っておりま

す。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） そうすると保健室での相

談も担任の先生も把握しているということでよろ

しいでしょうか。かしこまりました。 

  次に、学校医や対象の子が行っている病院の医

師などと情報の共有などを行われるようなケース

というのはあるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これも必要に応じて行っ

ております。ただ、担任の先生が単独で病院に行

くということはちょっと今制度的に難しいわけで

ありますので、当然のことながらその子、あるい

はその保護者と一緒に担任がある意味同席をさせ

てもらって一緒に話を聞くと、あるいは一緒に相

談するというようなことでの対応だと思います。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） そういったケースという

のは実際に起きているというか、学校の先生がま

ちのお医者さんというか、その子どもたちが行っ

ている先生のところに行くということは実際に起

きているということでよろしいですか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） ケースとしてあります。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） そうすると養護教諭から

そういったケースの場合に保護者に対してアプロ

ーチしていく、担任の先生からもあるとは思うん

ですけれども、保護者に対してアプローチしてそ

れから病院に行くということでよろしいですね。

そのように理解させていただきます。 

  続きまして、不登校ではないんですけれども、

今保健室登校、保健室に登校している、学校に来

るとすぐ真っすぐ保健室に行って、教室には余り

行かない子というのがいると思うんです。そうい

う子たちというのは養護の先生にいろいろ相談し

たりとか、保健室でちょっと勉強したりとか、そ
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ういうことをしているのかなというふうに私も理

解しているんですけれども、そうすると保健室と

いう限られたスペースの中で、何人かの子が保健

室にいるという状況をちょっと想像してしまうん

ですけれども、そうでない子、普通は教室にいる

んだけれども、養護の先生にちょっと相談したい

んだという子がいた場合に保健室に行った場合に

そういう子たちは普通に養護の教諭の先生に相談

ができるような体制というのはできているんでし

ょうか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 当然のことながら相談内

容によっては別な空間を確保しなければならない

というケースあると思います。それにつきまして

は、適宜行われていると思っております。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 養護教諭は心のケアにつ

いて、特別なスキルというものが私は必要なので

はないのかな、もちろん保健的な部分で簡単なけ

がの治療をしたりとか、健康のアドバイスをした

りとか、そういう役割というのがメインであろう

と思うんですけれども、同時に子どもたちの心の

ケアというものに対してのスキルというものが必

要ではないのかなというふうに私は思っているん

ですけれども、養護教諭に対してそういう心のケ

アを行うための研修のようなことというのは行っ

ているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これは心のケアというん

ですか、カウンセリングの心得というんですか、

そういったものは何も養護教諭だけに限ったもの

でなくて、子どもとかかわりを持つ先生は全てこ

ういったものはスキルはしっかりと身につけてお

かなければならないものと考えております。特に

養護教諭、既存の養護教諭ですけれども、これは

県が主催しますさまざまな研修の中で、メニュー

としてカウンセリングにかかる研修を震災のとき

とか、あるいは２年目、あるいは５年目、中堅、

さらには20年目と段階を追いながらなおかつ何度

も重ねて研修を受けてそういったスキルをしっか

りと磨いているというようなことはしっかりされ

ております。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 安心するところでありま

すし、養護教諭のさらなるスキルアップというか、

子どもたちに対するケアの力がどんどん上がって

いくということを希望したいというふうに思いま

す。 

  続きまして、スクールカウンセラー、ソーシャ

ルワーカーの役割のところの再質問のほうに移ら

させていただきます。 

  スクールカウンセラーは、子どもたちの悩みを

聞いたりとかということをスクールカウンセラー

がすることもあるのかなというふうには思うんで

すけれども、先生たちの悩みというものもスクー

ルカウンセラーが受けるようなことがあるのかと

いうのをお伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 当然そういったケースも

あります。先生がこの子とどういうふうにかかわ

りを持っていったらいいのかといったことについ

ても当然相談するケースもありまして、実際に学

校でも実施されているところであります。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） そうすると子どもたち、

先生と相談を受けると思うんですけれども、保護

者の話を聞くというようなケースはあるのかお伺
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いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 保護者からぜひ話を聞い

てほしいんだというようなこともあればスクール

カウンセラーが対応するということがあります。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 次に、保健室でのチーム

の対応にスクールカウンセラーなどは含まれるの

かという、そのスクールカウンセラーもその情報

共有をしてそのチームの中には含まれるのかとい

うことをお聞きしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 当然さまざまな立場の人

がかかわりを持つということはとても大切であり

まして、実際にスクールカウンセラーも保健室で

の相談内容等についても共有しているところであ

ります。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） スクールカウンセラーの

役割は大体理解させていただいたところでありま

す。 

  スクールソーシャルワーカーなんですけれども、

こちら福祉に関する支援を行っているということ

なんですけれども、例えば家庭を訪問して就学支

援や生活保護の情報提供や受給の支援を行うよう

なことがあるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これも最近やはりふえて

いるケースでありまして、なかなか学校の立場で

ここまで踏み込むということは難しいわけであり

ます。また、関係機関との連携につきましても難

しいところがありますが、ここのところうまくつ

ないでくれているのがこのスクールソーシャルワ

ーカーでありまして、今議員おっしゃったとおり

就学支援の相談、あるいはアドバイスとか、それ

から生活に関するアドバイスとか、特には受給、

そういったものについてもかかわっていくという

ケースは最近多いと認識しております。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 家庭状況によって家庭に

よって貧困があったりとか、そういう状況がある

中ですとなかなか生活保護を受けたりとか、就学

支援を受けるというのは、生活で手いっぱいでな

かなかそちら要は公の助けを得るということを気

づかなかったりとか、やれない、手続上なかなか

できない、忙しいとかそういうことによってせっ

かく受けられる支援を受けてないという家庭もあ

るのかなというふうに思います。ぜひその辺はソ

ーシャルワーカーの活躍に期待したいところであ

ります。 

  それで今、スクールカウンセラー、スクールソ

ーシャルワーカーなんですけれども、市内では数

的には足りているというふうに考えているかお伺

いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 足りているという質問さ

れればもう足りていますという答えはないと私は

思います。現在スクールソーシャルワーカーにつ

きましては、本市では４名ほどおりまして、最初

は２名からスタートしておりますが、年々数はふ

え、担当者がふえるのと同時に相談件数もふえて

いるというような状況にありまして、やはり家庭

の環境に絡むさまざまな複雑な問題が多くなって

きているわけでありますので、このスクールソー

シャルワーカーの役割というのはますます重要に

なってくるのではないのかな、スクールカウンセ
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ラーは直接子どもとの相対での話ですけれども、

スクールソーシャルワーカーの場合には今議員お

っしゃったとおり関係機関にどうつないでいくか、

そしてどういうふうに支援していくかという部分

について大変詳しいわけでありますので、そうい

った力を借りながら対応していくということはこ

れからもっともっと必要になる場面があるのでは

ないのかなと思っております。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 学校でも保健室を通して

のチームでの対応というお話があったかと思うん

ですけれども、我々議員もそして執行部も子ども

たちに対して守る、子どもたちの人権を守る、子

どもたちの健康を守るということに関してはみん

な力を合わせて、みんな同じ思いだと思うんです

ね。皆さんニュースなどでそういう虐待のニュー

スであったり、いじめによって命を落とす子ども

たち、そういうニュースを聞くたびに心を引き裂

かれる思いをされていることだと思います。そう

いったことが本市で絶対起きないようにするため

には、やはり力を合わせてその情報を共有して子

どもたちを守っていくんだという意識が必要なの

かなというふうに思っております。 

  教育長に対する質問は私からはこれが今回最後

になると思います。教育長も大変お疲れさまでし

た。これからますますご活躍されることを期待し

たいというふうに思います。 

  以上をもちましてこの１項目の質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございます。 

  続きまして、２、災害時の避難所運営と平時の

備えについて。 

  災害が発生したとき、または災害の発生が予想

されるとき、市民は命を守るために避難所を利用

します。いざというときの家族の集合場所を近く

の避難所に設定している方もいることと思います。

多くは学校や公民館が指定され、特別な支援を要

する方々には福祉避難所として介護施設なども指

定されています。 

  こういった避難所は、平時それぞれ役割があり、

市民により活用されています。いざというときに

は迅速に避難所としての機能を発揮し、市民の安

全を守らなければなりません。そのためには災害

時の避難所運営のあり方や平時備えは欠かせない

ものと考え、以下のことについてお伺いします。 

  ⑴避難所の物資備蓄状況について。 

  ⑵避難所の防災用備品の整備状況について。 

  ⑶災害発生時、避難所運営に携わっている職員

の役割について。 

  ⑷地域住民との連携について。 

  ⑸自主受入避難所との連携について。 

  ⑹近隣市・町との広域連携による避難所運営に

ついて。 

  ⑺避難所運営マニュアルの整備状況について。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 森本彰伸議員のご質問に

お答え申し上げます。 

  先ほど森本議員が大宮司教育長へのメッセージ

を述べられておりました。今回の新型コロナウイ

ルス感染症、本当に学校関係、多くの保護者の方

がこれは全国の保護者の方々、あるいは生徒の皆

さんが大変混乱をしている中、本市では遠隔教育、

休校であっても学習を受けることができる、そし

てその措置が既に大宮司教育長のこれまでの取り

組みによってスムーズに移行できたというのは、

まさしく教育長の実績のたまものだと思っており

まして、議場ではありますけれども、私も改めて

教育長に感謝の言葉を贈りたいと思っております。

本当にありがとうございます。 

  では、答弁に入りたいと思っておりますけれど
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も、昨年は本当に災害の多い年でありました。県

内各地で被災をしまして、避難所も被災した地域

もございます。これまで行政の区分で各地区ごと

での避難所ということでございますけれども、行

政の都合だけではなくて、その避難所が本当に災

害に強いかどうか、そうしたことも今後求められ

ると思っておりますし、また避難所にある備蓄、

私もこの間行ったわくわくトークで避難所の毛布

がちょっとかびていたのでないかみたいなご指摘

もいただいて、ふだんですと毛布なんかも備蓄真

空パックに入ってはいるんですけれども、なんか

どうしても数が少なかったらしいんですけれども、

そういう備蓄、いざというときに役に立たなけれ

ば意味がないわけですし、そうしたものからそし

て今こうして新型コロナウイルス感染症が例えば

流行している中で、余り考えたくはないんですけ

れども、大きな災害があった場合に避難所はどう

するのかと、人が集まらなければいけないんだけ

れども、人が集まってもいけないとか、そういう

事態も想定をしておかなければならない、やはり

改めて基礎自治体というのはもちろん国や県一生

懸命やっていただいていますけれども、市町村と

いうのは最後のとりでといいますか、逃げ道がな

いと、やはりそれは我々覚悟して最後のとりでだ

という自覚を持ってこうした有事の際もさまざま

な想定をしておかなければならないなというふう

に考えております。 

  それでは答弁に入らせていただきたいと思いま

す。 

  ⑴の避難所の物資備蓄状況についてお答えしま

す。 

  指定避難所となっている公民館や小中学校には、

主にアルファ米、ペットボトル水、毛布を備蓄し

ております。 

  ⑵避難所の防災用備品の整備状況についてお答

えします。 

  公民館にはＬＥＤライト、工具セット、救急セ

ット、メガホン、暖房器具、投光器、発電機及び

燃料など資材資料を配備しております。 

  ⑶災害発生時、避難所運営に携わっている職員

の役割についてお答えします。 

  避難所運営職員の役割は、避難所に安全な避難

場所を提供し、避難者の身の安全の確保を図るこ

とであります。具体的には避難所等の安全確認を

した上で、避難者の受け入れ、食料や飲料水の提

供、避難者の体調に関する相談、災害情報等の提

供や災害に関する相談等となります。 

  ⑷地域住民との連携についてお答えします。 

  災害時の避難所の運用については、避難直後の

避難者情報の把握や物資の供給など行政の力だけ

では賄えきれない部分が多く、自治会や自主防災

組織との連携がきわめて重要と考えております。 

  ⑸自主受入避難所との連携についてお答えしま

す。 

  指定避難所まで遠いなどの理由から自治公民館

など地域内の身近な場所を独自の避難所とする自

治会もあります。避難者の状況に応じて公設避難

所等へ移動する場合や避難物資の供給を行う場合、

避難先によってその取り扱いに違いが生じること

がないよう公設避難所との情報共有を図る必要が

あるものと考えております。 

  ⑹近隣市・町との広域連携による避難所運営に

ついてお答えします。 

  避難所の開設やその運用については、各市町が

判断するものと考えておりますが、八溝山周辺地

域定住自立圏災害時における相互応援に関する協

定により構成される８市町の避難所については、

相互利用できることになっております。 

  最後に⑺の避難所運営マニュアルの整備状況に

ついてお答えします。 
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  避難所運営マニュアルの整備状況については、

迅速な避難所開設や安全安心な避難所運営ができ

ることを目的として、平成25年３月に策定してお

り、逐次改定をしております。答弁にもありまし

たが、今こういった非常時、いわゆる我々自助と

公助と共助の役割、これをやはり明確に考えなけ

ればならないなというふうに考えております。公

助でできることは何か、あるいはここから先は共

助でやってほしい、できれば自助でやってほしい、

そういったことを我々もしっかり考えて、そして

市民の方々にも丁寧に説明をして、やはり考えて

いただく、そういった取り組みが今後必要になっ

てくるのではないかと考えております。 

  答弁は以上です。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 市長おっしゃるとおり私

も自主防災組織のほうには地元で入っていますし、

防災士の資格もとらせていただいてはいるんです

けれども、自助、共助、そして公助という部分で

連携が必要である、まさにそのとおりだなという

ふうに思っております。我々自治会のほうでも自

主防災組織の中でも防災訓練を行ったりとか、何

とかその地域で地域住民が安全に避難できたりと

か、避難所で快適に暮らせるようにということで、

日々努力はしているところでありますけれども、

また同時に市、公の助けが必要であるということ

も事実であります。 

  それでは、再質問のほうに入らさせていただき

たいというふうに思います。 

  まず、避難所ごと、学校だったり公民館いろい

ろあると思うんですけれども、避難所ごとに受け

入れる人数というのは想定されているのかという

ことをお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 指定避難所の収容人員に

つきましては、各施設の収容可能面積これをもと

に１人当たり2.2㎡、これは国のガイドラインに

よるものですが、これにより算出をしているとこ

ろでございます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） そうしますと避難所によ

って収容できる人数というのは変わってくるのか

なと思うんですけれども、それぞれ備蓄品は何日

分ぐらいを想定して備蓄しているのかをお伺いし

たいというふうに思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 今議員それぞれとおっし

ゃいましたが、全体の数でちょっとお答えさせて

いただきますと、まずこの備蓄物資の支給対象の

想定人数でございますが、計画では6,341人とし

ております。この根拠としては、平成26年に栃木

県地震被害想定調査というこの調査に基づきまし

て、市役所直下でマグニチュード6.9の地震が発

生したという最大級の被害を想定したものでござ

いまして、これにより先ほどの人数を想定してお

ります。この人数をもとに実際の備蓄としては１

日分３食分を市のほうで用意しております。２日

目以降は協定に基づきまして民間からの物資調達、

あるいは国・県、他自治体からの救援物資による

調達が可能であるというふうな判断に基づきまし

て先ほど申し上げました１日分というところを備

蓄しているところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） １日分備蓄しているとい

うことでありますけれども、例えば学校なんかの

場合には面積がかなり広くて収容人数というのが

多いと思うんです。それと公民館はそこまでの広

さがなくて人数的には少ないのかなと思うんです
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けれども、各学校それぞれ１日分そこで備蓄品は

足りる分やはり備蓄されているんでしょうか、お

伺いします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 各小中学校それぞれ収容

人数、面積に応じて計画しておりますが、そこに

避難された方に各拠点備蓄倉庫等ありますから、

そこから運ぶという形を想定しているところでご

ざいます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 学校に置いてあるわけで

はなくて、備蓄倉庫があってそこにあって避難所

が運営された場合に学校に持ってこられるという

考えでよろしいですか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 学校にも当然備蓄品、先

ほど市長が申し上げました飲料水、ペットボトル、

それからアルファ米等は備蓄してありますが、た

だ先ほど申し上げました収容人数の何百人という

想定のもとの備蓄を連動しているわけではござい

ませんので、当然足りなくなる分は先ほど申し上

げた防災倉庫というか、備蓄倉庫から搬出すると

いう形になるかと思います。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 昨年実際に避難所は開設

されたわけでありますけれども、そこで使われた

備蓄品というのは速やかに補充されるのでしょう

か。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 昨年台風19号で大分使用

いたしました。その分については当然補充という

か、する予定でございます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 災害は忘れる間もやって

くるというのが今回の質問の中でもありますけれ

ども、いつあるかわからない、できるだけ速やか

な補充というものを求められるのではないのかな

というふうに思います。 

  続きまして、その備蓄品、特に食料品なんです

けれども、こちらの消費期限とかあると思うんで

すけれども、これの更新はどのように行われてい

るのかお伺いします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 備蓄品消費期限大体５年

から10年というのが多いんですが、当然期限は備

品台帳をつけておりましてそれにより管理してい

るところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 市の総合防災訓練のとき

に私たちもアルファ米ですか、パックに入ったも

のをもらったりとか、あと水、そういうのをもら

ったりすることがあって、そういうところでもあ

る程度消費されているのかなというふうに思って

いるんですけれども、学校例えば防災訓練であっ

たりとか、地域の防災訓練なんかあった場合とか

にそういうところに提供してそういう賞味期限切

れ間近の備蓄品を消費するなんていうようなこと

は行われているのかお伺いします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 議員ご指摘のとおり消費

期限があと１年未満となった備蓄品については、

防災訓練等でお配りして、それから防災講演会と

いうのを毎年やっておるので、そこでもお配りを

しております。そのほか自主防災組織等防災訓練

やる場合には提供した例もございます。学校の訓
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練には事例としてはないんですが、要請があれば

当然考えていきたいというふうに思っております。 

○議長（吉成伸一議員） 市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 実務的なやり取りを横か

ら拝見して拝聴しておりますと、私も前職時代グ

リーン購入法というのがございまして、これは官

公庁の物質がどのぐらいの年月使うかとそういっ

たことがあるんですけれども、確かに備蓄食料と

いうのは有事の際には使うんですけれども、基本

的には使わないわけです。もともとグリーン購入

法とかでは、食料、缶詰とかは５年のものを推奨

していたんですが、それはコストの観点から、た

だちょっと改正をされて５年に限らずというふう

になってきて、例えば３年のものとか、やはり食

料品自体は５年もっても実は缶詰が本当は３年し

かもたなかったりとかして、当時その矛盾を前職

国会議員のときにいろいろと指摘をさせていただ

いたわけですけれども、やはり確かにコストを考

えれば長期的に何十年ともったほうがいいんでし

ょうけれども、余り長すぎても失念してしまうと

いうか、倉庫に置きっぱなしで忘れてていざ開け

てみたらちょっとかびているよとかになってしま

いますから、やはり定期的にサイクル回せると、

賞味期限が短すぎてもちょっと使い物になりませ

んけれども、やはりそういった期限の短いものと

かも積極的に出せるような、今部長から答弁があ

りましたけれども、そういうやはりこういうとき

だからこそご指摘いただいて、積極的にその災害

の非常食を世に出すといいますか、やはりいろい

ろなところで出していくというのは非常に必要な

ことだと思っていますので、いろいろとご指摘あ

りがとうございます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 市長からも答弁いただき

ましたけれども、一応防災用の備蓄品とはいえ食

料、食品でもありますので、かびてしまったりと

かそうなってしまったら食べれなかったりとか、

いざというときに困るということもありますし、

またずっと置きっぱなしにしておいて一遍に更新

となると多分廃棄処分しかなくなってしまうのか

なというふうに思うので、その辺はうまく回して

いただけたらと思うんですが、実際今そういうも

のを廃棄している分というのもあるんでしょうか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） できる限り賞味期限間近

なものについては、先ほど申し上げたとおり訓練

等で使用しているのが一つ、あとどうしてもそれ

で余ってしまうというのも出てきますので、そう

いった年にはフードバンク等を利用してできる限

り消費、無駄にしないようにという形で努めてい

るところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 大変すばらしいなという

ふうに思います。やはりいざというときに置いて

あるものですので、どうしてもそのときだけのこ

とを考えてしまうところあると思うんですけれど

も、それが実際避難所が運営されたときに新鮮な

ものが食べれたりとか、避難所にいる人たちが快

適に過ごしていくためにはそういった取り組みと

いうのが必要になってくると思うので、大変安心

したところであります。ありがとうございます。 

  続きまして、防災備品の整備状況についての再

質問に移らさせていただきます。 

  各避難所なんですけれども、先ほどの話だと備

蓄倉庫みたいなところがあるということでお聞き

したんですけれども、避難所ごとには倉庫は置い

てはいないんでしょうか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 
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○総務部長（山田 隆） ほとんど避難所ごとに防

災倉庫ちょっとしたプレハブの小さいやつは設置

しているところでございますが、施設によっては

保管するスペースがある施設もございますので、

そういった施設には施設内のスペースを利用させ

ていただいているところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 避難所ごとに例えば地域

性というのがあるかなというふうに思うんですけ

れども、川のそばであったりとか、あとは崖が近

いとか、それとか周りに何もないけれども、水が

出やすいとかいろいろあると思うんですけれども、

避難所ごとに備品というのは違うのか、それとも

同じようなものを置いているのかをお聞きしたい

というふうに思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 当然山間部、河川の流域、

市街地、それぞれ想定される災害違いますが、避

難所の性質としては災害から命を守っていただく

ために避難していただく、やり過ごすために避難

していただくという、そういう性質上災害の種類、

災害の想定するものが変わっても必要な備品とい

うのは同じかなというふうに考えております。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 確かに消防団とか消防署

とかも来たりとかして特殊な機材というのはそう

いうところから来るので、そんなに大きくは違わ

ないのかなというのは私も想像はできるんですけ

れども、理解させていただきました。 

  私が心配なのは、地震にしても洪水にしてもト

イレが使えなくなったときというのがちょっと心

配なところがありまして、トイレを特に多くの避

難者が集まってきた場合にトイレの想定というの

は避難所ごとに行われているのかというのをお伺

いしたいというふうに思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 避難所のトイレについて

は過去にも何回かご指摘いただいたところであり

ますが、現在のトイレの備蓄状況としては、簡易

トイレに使い捨ての袋で処理するというのを一応

本庁、支所、それから各公民館拠点に配備してい

るところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） どうしてもトイレは心配

なところでして、そこで快適に過ごすときにトイ

レがちょっと足りないというふうになってくると

とても大変なことになる、例えば避難所の運営ゲ

ームを私もやったことあるんですけれども、そこ

の想定とかでもトイレを使わないようにしなけれ

ばいけないとか、水洗トイレが流れない場合には

使わないようにしないと衛生上もよくないので、

使わないようにするなんていうことが起きるとい

うことも想定されます。そんなときにそういう例

えば仮設トイレだったりとか、あとはそういう携

帯用のトイレだったりとか、そういうものが必要

になってくると思いますので、その辺の備蓄とい

うのもしっかりしておいていただけたらなという

ふうに思います。 

  また、そういったトイレだけではないんですけ

れども、ほかの備品なんですけれども、点検、例

えば一輪車の空気が抜けてますとか、工具が壊れ

て使えませんとか、発電機がガソリンがないです

とか、そういうことがあると困ってしまうと思う

んですけれども、いざというときに使えるような

点検というのが行われているのかお伺いします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 公民館に配備しておりま
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す暖房器具、それから発電機につきましては、各

公民館において点検、燃料補給等を行っていただ

いているところでありまして、全て使用できる状

態にあるという認識をしております。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） そういったものを災害時

だけではなくて平時、何も起きてないときにでも

利用するということがあるのかお伺いします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 平時においても暖房器具、

発電機使用しませんと燃料が劣化してしまいます

し、使用できなくなってしまうおそれもあります

ので、点検を兼ねまして平時より利用していただ

いているというところで、公民館等で使用してい

ただいているところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） ⑵備品のところで最後に

ちょっとお聞きしたいんですけれども、そういう

備品類、こちらのほうを更新のタイミングという

ものはどういったタイミングで更新をしているの

かということを最後にお聞きしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 更新のタイミングにつき

ましては、特に定めてはおりません。ただ不具合

があれば随時修繕であるとか更新はしていきたい

というふうに考えております。 

○議長（吉成伸一議員） 質問の途中ですが、ここ

で昼食のため休憩いたします。 

  午後１時より会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（吉成伸一議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 午後もよろしくお願いい

たします。 

  それでは、⑶職員の役割のところの再質問に入

らさせていただきます。 

  まず各避難所ごとに担当の職員がそれぞれ決ま

っているのかということをお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、避難所ご

との担当職員の配置ということでございますが、

避難所が市内に53カ所ございます。その53カ所を

15公民館エリアで割りまして、15単位で職員を全

て配置してございます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） エリアごとに担当が決ま

っているということで理解させていただきますが、

大体その避難所ごとの何人ぐらいが担当している

のかということもお聞きしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、一つのエ

リアの担当職員の人数ということでございますが、

おおむね８人から10人ということになってござい

ます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） ８人から10人で避難所は

多分一斉になかなか開くということはそうはない

のかというふうに思いますので、それぞれの避難

所を担当するということというふうに理解させて

いただきますけれども、大きな災害が起きたとき
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というのは職員も被災するということが考えられ

ると思いますけれども、その際のバックアップの

体制についてお聞きします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 職員が被災した場合

のバックアップの体制ということでございますが、

ケースを２つに想定しまして考えております。バ

ックアップのときに全部の避難所を開くのか開か

ないのかということで、全部開いてなければ開い

てないところからバックアップをしていただくと

いうことで考えているところでございまして、全

て開いているというときには、市役所のほうで集

まれる部署を最初から決めておりまして、具体的

に言いますと、避難所のバックアップの部といた

しましては、企画部のほうにまずバックアップを

していただくということになってございます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 了解いたしました。それ

で、避難所ごとに何人か８人から10人という形で

想定されているということなんですけれども、そ

の中には必ず女性職員というのが入る形になって

いるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、女性職員

が入っているのかどうかということでございます

が、避難所の割り振りについて簡単に説明させて

いただきますと、15個の避難エリアに124人配置

しておりまして、配置している男性が68人と女性

が56人ということで、おおむね半分ずつぐらい配

置している状態でございます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） そうしますとどこの避難

所も女性がいないということはないのかなという

ふうに思いますので、それ偏ったりすることがな

いように、なぜ女性ということを職員ということ

を私聞いたかといいますと、避難所にいるときと

いうのは女性ならではの悩みというのがあって、

これは男性職員に言うのというのはすごく難しい

とかやりにくい部分があると思うんです。そうい

うときに各避難所には必ず女性職員というのは必

要になってくるのではないのかなということもあ

りましたので、この女性職員については聞かさせ

ていただきました。 

  次に、外国人が日本語の余りよくわからない方

が避難所に来るということも想定されるかと思う

んですけれども、そのときの多言語に対する対応

についてお伺いいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、多言語に

対する対応ということでございますが、ただいま

考えておりますのは、今の職員ほとんどスマホと

いうのを持っておりますので、スマホの中に翻訳

アプリというものが入っておりますので、そうい

ったもので対応できればなということで考えてご

ざいます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 私のスマホでも翻訳ソフ

トなどは入っているし、そういうのに対応できる

のかなと思うんですけれども、災害時は通信がで

きないケースもありますので、そういう部分はぜ

ひ想定していただけるといいのかなと思います。

今結構翻訳機でも通信しなくてもできるもの、ま

た通信が必要なものいろいろあると思うんですけ

れども、いざスマホがあるから安心だと思ったら

災害時通信がつながらない、そんなときに使えな

かったということでは困ってしまう、通常は使え

ているのでそこに対して不安を感じることはない
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と思うんですけれども、災害時には通信がつなが

らないということも考えられますので、その辺も

想定していただけたらよりいいのかなと思います

ので、そこはお願いさせていただきたいというふ

うに思います。 

  次に、避難所生活これが長くなってきますと、

精神的なサポートを必要とする方、避難所災害関

連死なんてよく言いますけれども、そういうこと

が起きたりするということもありますので、精神

的にサポートが必要な人が出てくるということが

考えられると思うんですけれども、カウンセリン

グなどの対応についてお伺いします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、避難所に

おけますカウンセリングの対応ということでござ

いますが、こちらの対応につきましては、おおむ

ね考えてございますのが３段階で考えてございま

す。 

  まず１段階目としましては、各避難所に市の保

健師が配置してございますので、まず保健師のほ

うで心のケアというものを行っていきたいという

ことで考えているということで、それが少し重度

になってきますともう少し考えなくてはいけない

ということで、その場合はカウンセラーの配置と

いうのが必要になるのかなとは思うんですが、保

健福祉部のほうでカウンセリングを頼んでいる先

生がお２人いらっしゃいますので、まだ正式には

頼んでないんですが、こういった方が活用という

か、こちらの依頼してくれるのかどうかというよ

うなことで、検討はしていきたいとは思います。 

  それで一番最後の大災害になった場合には、国

の仕組みの中におきまして災害派遣精神医療チー

ム（ＤＰＡＴ）というものがあるということなの

で、そういったことも考えていければなというこ

とでございます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 国に対する依頼という意

味ではＤＰＡＴとか、あとＤＭＡＴとかいろいろ

依頼する部分があると思いますので、その辺の連

携というのは大切にしていただけたらいいのかな

というふうに思います。 

  続きまして、⑷番、地域住民の連携、そして⑸

番、自主受け入れ避難所との連携ということで、

４番、５番は関連していますので、一括で再質問

させていただきます。 

  まず、自治会、自主防災組織等とは、災害でな

いとき、平時からの連携はしているのかお伺いし

ます。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 自治会、それから自治防

災組織の皆さんとは市のほうで毎年１回行ってお

ります防災訓練、これに参加をしていただきまし

て一緒に訓練を行うことで情報交換等を行ってい

るところでございます。 

  それから、自主防災組織の皆さんに関しては、

毎年補助金の交付申請で市役所に来ていただいて

おります。その中で事業計画等内容を確認させて

いただく中で、担当のほうと情報交換をさせてい

ただいているところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 各自治会、自主防災組織

は防災訓練でも独自に行っていたりしますので、

平時からのその連携、そこというのは実際有事の

際に効果的に連携ができるという部分につながっ

てくると思いますので、そこは密に連携をとって

いただけたらなと思います。 

  その中で、自主避難所として被災者が避難でき

るであろう自治公民館、自治公民館によって大分
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つくりだったりとか、その機能であったりとかが

大分違うと思うんですけれども、どこの自治公民

館は自主避難所として活用されるであろう、また

ここはそういう形で使われることはないだろうと

いうことは把握しているのかお伺いします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 避難できるであろう自治

公民館については、申し訳ないです、把握はして

おりません、現在は。避難所として使用できるか

どうかについては、おっしゃるように建物の構造、

あるいは想定される災害の種類によって変わって

くるものと思いますが、大事なことはその建物の

安全性、それから周辺の危険箇所等々十分に地元

の住民の方確認していただくというところが大切

かと思っております。その辺については、先ほど

の補助金の更新する際お話ししていただく際等そ

のとき情報交換の際に十分にその辺は市も交えて

重要さを訴えていきたいなというふうに思ってお

ります。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 自治公民館は意外と例え

ば私の住んでいるところでも自主防災組織として

の防災訓練を行うときでも被災者であったり、例

えば避難行動要支援者の方を車椅子につれて自治

公民館まで連れてくるとかそういう訓練まで行っ

ているんです。そういうところにどういう方が集

まっている、どれだけの人が集まってきているか

ということを想定しないと、そのそばの公設の避

難所との連携というのがうまくいかないのではな

いのかなと思うんです。 

  例えば備蓄品先ほどお話があったかと思うんで

すけれども、例えば公設の避難所で備蓄品がある

程度余っている状態のときにそういう自主避難所

で足りないというケースがあった場合に自主避難

所、公民館の場合では例えばエアコンがきいたり

とか、暖房があったりとかというケースがあるの

で、特にその要支援者なんかの場合だったら自治

公民館のほうのは避難していて快適であるケース

があると思うんです。そういうところに備蓄品を

移動するというのでもどのぐらいが想定されるの

かというのを考えておかないと備蓄品の量とかも

ちょっとわからないのかなというふうに思うんで

す。ですから、平時からその辺の情報交換をぜひ

自治会、自主防災組織と行って、把握してないと

いうことなんですけれども、把握していくことと

いうのは公設の避難所の運営にとっても大切だと

思いますので、そこはしっかり連携していただけ

たらと思いますので、お願いしたいところであり

ます。 

  次に、自主防災組織で先ほども申し上げました

けれども、いろいろな避難訓練を行っております。

これに対して市はどのようにかかわっているのか

お伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 各自主防災組織で行って

いる防災訓練に関しては、昨年、年４回ほど担当

のほうで参加をさせていただきました。これに関

しては可能な限り参加していきたいというふうに

思っております。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 先ほどの答弁で余り場所

も把握していないというケースも避難所としてな

っているかどうかというのもあるし、防災訓練を

行っているかどうかというのも把握するのはちょ

っと難しいのかなと思いますので、そこはまず情

報交換をすることによって協力体制というものを

つくっていっていただけたらいいのかなというふ

うに考えます。 
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  そして、自主防災組織なんですけれども、こち

らは今現在この間小島議員の質問のときにあった

55.8％の組織率ということで、その組織率を上げ

ていく手段として、自治会の合同での組織の事例

を示すというようなことをおっしゃっていたかと

思うんですけれども、私が思っている部分では、

やはり小さい自治会で自主防災組織をつくるとい

うのはちょっと難しいのかなと、世帯数が少ない

ところで自治会としての運営、事業もなかなかま

まならない中で、自主防災組織をつくるというま

で難しいと思うんですけれども、例えばコミュニ

ティ単位、これだとある程度幾つかの自治会がそ

のコミュニティの中にあると思うんですけれども、

そのコミュニティ単位での自主防災組織の推進と

いうのはできないものかということをお伺いした

いと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 議員ご指摘のように小さ

い自治会どうしても単独でというのは難しいとこ

ろがございますので、複数の自治会で結成する、

あるいは今おっしゃったようにコミュニティ単位

で結成するというところは非常にいいことだと思

いますので、その辺は市のほうでも積極的にコー

ディネートしていきたいなというふうに思ってお

ります。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 大変前向きな答弁をいた

だきました。 

  次に、自治会や自主防災組織以外のいろいろな

団体、組織があるかと思うんですけれども、私議

員になってから29年度にたしかイオン、ビック、

コメリ、カインズ、トラック協会などとの連携と

いうものがされたと思うんですけれども、市内で

したら例えばボーイスカウトの野営場とかかなり

広大な知識があって、避難したりとかいろいろな

資材を持っていたりとかするんです。そういうと

ころとの連携というのは考えられないかというこ

とをお伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） おっしゃられるように現

在市ではさまざま旅館、ホテルであるとか、民間

業者と連携を協定を結んでおります。ご指摘のボ

ーイスカウト等はまだ結んでおりませんが、この

辺につきましても検討していきたいなと思ってお

ります。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 想定されることは災害の

場合には想定外ということがあってはいけない部

分でありますので、できるだけ人の命を守れるよ

うな体制というのを考えていっていただきたいな

と思います。 

  あと社会福祉協議会であったりとか、あと青年

会議所なんかが開くボランティアセンターという

ものが大体その災害時にはできるんですけれども、

そことの連携というのは話し合いとかそういうも

のというのはできているのかということをお伺い

します。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、社会福祉

協議会等との連携ということでございますが、社

会福祉協議会につきましては、保健福祉部内の社

会福祉課というところで常に災害が起きた場合に

は連携をとっているところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 私も被災者の支援、被災

地の支援に行ったことがあるんですけれども、そ

ういうときはいつもボランティアセンター、私も
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青年会議所の会員でも昔あったので、青年会議所

を通してだったりとかそういう形でボランティア

センターのほうに行ってそれぞれ被災地に行かせ

ていただいたということもありますので、その連

携もぜひ密にとっていただけたらと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  続きまして、⑹番、近隣市町との連携という部

分なんですけれども、避難所の運営方法などの共

有というものはほかの周辺市町との連携はとれて

いるのかというのをお伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 避難所の運営方法につい

ては、先ほど市長が申し上げたように各首長、各

自治体の判断というところがありますので、共有

ということは行ってはおりませんが、ただ担当者

同士で常に情報交換はしているところであります

し、近隣市町との話し合いの中で例えば運営方法

のいいところなのかは全然取り入れていきたいな

というふうに思っています。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 隣接している市町とは避

難所も共有するということが想定されると思うん

です。そうなってくると物資などもやはり足りな

い、足りるということが発生したときに物資の供

給など共有するようなことというのは可能なのか

をお伺いします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 物資の共同購入について

は、スケールメリットが図られると思っておりま

すので、これは今後検討していきたいと思ってお

ります。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） これも前向きなご答弁を

いただいたというふうに思っております。災害は

境界線を見て起きるわけではないので、周辺市町

との連携というのも大切になってくると思います

ので、そちらのほうもお願いしたいというふうに

思います。 

  続きまして、マニュアルの整備、⑺番の再質問

なんですけれども、マニュアルできているという

ことではあるんですけれども、こちらを周知して

いるというか、その担当の方々たちの間の周知の

方法についてお伺いします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、マニュア

ルの周知ということでございますが、２回に分け

て周知をしてございます。まず１回目が先ほど避

難所のエリアを15個に分けたということでご説明

いたしましたが、そこのリーダーを呼んで15人呼

びまして、避難所運営の説明会というのを毎年５

月ごろに行っておりまして、その際にマニュアル

に基づいて説明をしてございます。 

  それと、もう一つとしましては、それぞれの避

難所のエリアごとに参集訓練をやってくれよと、

実際に災害を想定してその避難所に集まっていた

だいてやっていただくのを参集訓練というもので

ございますが、そのときに担当職員とあと施設管

理者についてマニュアルの周知を行っているとこ

ろでございます。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 職員間でのマニュアルの

周知という部分では理解させていただいたところ

ではあるんですけれども、その避難所運営に関し

ては、職員以外にも被災地で避難所が運営された

際にはそこに集まってきた人たちの中で運営にか

かわってくるという人が災害時は起こり得るのか

なというふうに思いますので、例えば地域の自主
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防災組織であったりとか、防災士であったりとか、

学校の職員、こういったところでのマニュアル周

知というのが行われているのかお聞きします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、自主防災

組織であったり地域の防災士の方、あと学校の職

員の方にマニュアルの周知はどうなっているのか

ということでございますが、結論から申し上げま

すと、周知は行っていないというところでござい

ます。 

  今後につきましては、自主防災組織については

総務課の所管ということにはなってくるんですが、

あと学校の職員ということになると教育委員会と

いうことになってきますが、まず周知をする前に、

こういった団体との連携体制のほうが大事なのか

なという感じがしますんで、そういったものをど

うしていくのかというのは、ちょっと検討しなく

てはならないのかなということで考えております。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 部長のおっしゃるとおり、

まずは連携ということの大切さというのは私も賛

同するところであります。 

  私も避難所の運営マニュアル見させていただき

ましたけれども、結構厚くて内容の濃いものだと

思うんです。周知をさせていく、ある程度理解し

ておくというために、もうちょっと簡易的なもの

って作れないのかなというふうに思うんですけれ

ども、12月定例会のときに山形議員が質問した際

に、避難所ごとのマニュアルを作るということに

は検討していくという話があったと思うんですけ

れども、簡易的な避難所運営マニュアルを避難所

ごとに作るというふうにすると、そこに来た人に

とっても簡単に理解できるようなものになるのか

なと思うんですけれども、そういった考えについ

てはどのように考えるかお伺いいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 避難所の運営に関して地

域防災計画で定める考え方としては、まず、避難

所の開設自体は職員あるいは施設管理者が行って

いく。これは台風においても、それから突発的な

地震等においても、まずは施設の安全を確認した

上で職員、管理者が行っていくというのが前提で

ございます。 

  その上で運営マニュアル、先ほど保健福祉部長

が申し上げましたが、その辺は職員自体には周知

徹底をさせていくというのは前提の話になります。

その後、２日目以降、地元の自治会、自主防、防

災士等の方に運営に加わっていただいて、最終的

には地元が運営主体になっていくというのが流れ

になってくるかと思うので、その中でおっしゃる

ように、簡易的なマニュアルはどこの時点で整備

して、職員が地元の人にどう説明するという時点

のツールとして、簡易的なマニュアルという部分

が、今のはおっしゃるようにちょっと大きい、ボ

リュームのあるものなので、その辺は今後ちょっ

と検討させていただきたいと思っております。 

○議長（吉成伸一議員） ７番、森本彰伸議員。 

○７番（森本彰伸議員） 職員が開所するのが前提

ということなんですけれども、災害というのは規

模とかそういうものに関しましても、なかなか想

定どおりにいかないというのが災害でありまして、

避難所によっては職員よりも一般の人が先にその

場所に着いてしまうということもあると思うんで

す。そこで例えば不適切な、あまりよくない行動

を取ってしまうということもあり得ると思います

ので、そこもちょっと想定してもいいのかなとい

うふうに私は思っています。 

  やはり12月の定例会のときだったんですけれど
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も、星議員の質問のときに、ファーストミッショ

ンボックス、こちらのほうはちょっと考えていな

い、職員が初めは開所する、開設するので、ファ

ーストミッションボックスを一般の方が開くとい

うことは想定されていないので、考えていないと

いう答弁があったかと思うんですけれども、実際

の本当の災害を想定したときというのは、そこも

本当に職員だけで大丈夫なのという部分もあると

思うんです。そうすると、やっぱり地域の連携と

いう今ここで話している中では、マニュアルを含

めたファーストミッションボックスというのも考

えていってもいいのかなというふうに思いますの

で、これは恐らく答弁は同じことになると思いま

すので、答弁はいいですけれども、ぜひそのファ

ーストミッションボックスという部分に簡易的な

マニュアルを入れて、できれば図つき、図がつい

たもので分かりやすく、絵があるもの、すぐに理

解できるようなものを作っていただく。最初はフ

ァーストミッションボックスでなくても、例えば

２日目以降のマニュアルという考え方でもいいの

かなと思いますけれども、いずれはファーストミ

ッションボックスというものに関しましても、ち

ょっと検討をもう一度していただけたらいいのか

なと思いますので、そこはお願いをさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  災害は本当に忘れた頃に来るから、最近は忘れ

る間もなく来ると言われるように、いつ来るか分

からない部分があります。そんな中、市民の命を

守るという意味では、この避難所運営という部分

も大変重要な部分になってまいりますので、私た

ち議員も、そして執行部も力を合わせて、このこ

とに関しましては今後とも考えていきたいなとい

うふうに思っていますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

  以上で私の市政一般質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

○議長（吉成伸一議員） 以上で７番、森本彰伸議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 鈴 木 伸 彦 議員 

○議長（吉成伸一議員） 次に、14番、鈴木伸彦議

員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） 皆さん、こんにちは。 

  午後の一番ちょっとうとうととしそうな時間帯

なんですが、元気出してやっていきたいと思いま

す。 

  質疑に入る前に、今コロナウイルスの話があり

ますけれども、皆さんも多分ご存じだと思うんで

すけれども、昔の小説で「宇宙戦争」というのが

ありました。知っていると思いますが。イギリス

の作家でＨ・Ｇ・ウェルズが1898年に発表したＳ

Ｆ小説です。内容的には、火星人との戦いで、太

古に神が創造した疫病が宇宙人を最後に倒して、

侵略されないで済んだという結末なわけですけれ

ども、今この地球に別に宇宙人が攻めてきている

わけではないですけれども、世界の人たちがコロ

ナウイルスにおびえている状態、目に見えない敵

は本当は誰なのか、ウイルスではなくて本当は誰

なのか。 

  ちょっと話をもう一つずらしますと、今アメリ

カで大統領選があります。今日の朝のニュースだ

と２人残った人たちがいますけれども、どちらも

高齢で70以上だと。現職のトランプ大統領も今現

在71歳だということで、年齢が高いということは

問題ではないんですけれども、今回立候補を諦め

たブルームバーグ氏は資産が10兆円であります。

それから、トランプさんも5,000億円以上の資産
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を持っていると。そういう人たちが世界を動かす

ような時代だということです。 

  そして、何が言いたいかというと、ＳＤＧｓと

か、それから二酸化炭素ゼロ宣言とか今ありまし

て、市長が代わってから地球を俯瞰するような形、

鳥瞰するとも言いますけれども、そういった考え

方がこの議場で議論されるようになったなという

ふうに感じております。やはりＳＤＧｓもそうで

すけれども、今、目に見えない人類の敵って何な

のかな、それは皆さんの心にあると思うんですが、

言わずもがなであると私は思っております。 

  地方自治ということですけれども、木を見て森

を見ずというのと、森を見て木を見ずというのが

ありますけれども、今日の質問、皆さん地元のこ

とをしっかり考えておりますし、私がこれから質

問することも、どちらかというと森というよりは

足元、木を見て足元を見て、この那須塩原市に住

む一人一人の生活がどういうものかということを

考えながら想定して設問をしておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、すみません、遅くなりました。議席

番号14番、鈴木伸彦でございます。質問に入らせ

ていただきます。 

  １番、地域コミュニティ交通について。 

  市では平成19年10月より従来の市営バスに代わ

り、ゆーバスの運行を開始し、幾度も見直しを図

り、平成30年３月には那須塩原市地域公共交通網

形成計画を策定し、現在に至っております。その

間、少子高齢化は進行し、高齢者の事故が社会問

題となっていることは周知のとおりです。しかし

ながら、本市の広域という特性から、高齢者が免

許返納することは難しいのが現状であると思われ

ます。 

  そこでお伺いいたします。 

  ⑴平成30年10月の地域バス再編後の課題全般に

ついてお伺いします。 

  ⑵「通院」「買物」等、高齢者の立場に特化し

た問題は何かお伺いいたします。 

  ⑶市民と協働でできることはあるかをお伺いい

たします。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） １の地域コミュニテ

ィ交通について、順次お答えをさせていただきま

す。 

  ⑴と⑵の質問につきましては関連がございます

ので、一括してお答えをさせていただきます。 

  平成30年10月に地域バスの再編を行いました。

ゆーバスについては路線の見直し、予約ワゴンバ

スについては、それに代わるゆータクの導入など

を行いました。 

  全体的な課題といたしましては、引き続き住民

の生活を支える地域公共交通網の形成、持続可能

な公共交通網の形成を目指しまして、さらなる運

行の効率化、利便性向上、これらの両立を図って

いくことが課題だというふうに考えてございます。 

  そうした中、高齢者の課題につきましても、移

動手段の限られる交通弱者であるという視点に立

ちながら、これらの課題解決に向けた対策を検討

していかなければならないと、このように考えて

いるところでございます。 

  ⑶の市民と協働でできることはあるかについて

でございますが、公共交通の分野、こちらにおい

ては、市民との協働として、すぐにできるような

具体的なもの、これについてはなかなか難しいの

かなというふうに考えているところでございます

けれども、まずは地域住民、それから市、それか

ら関係団体、こういったところが、その地域の実

情の把握、こういったものをするために、情報の
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共有、こういったものを図っていく、こういった

ことから始めること、このように考えているとい

うところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） それでは、⑴番、⑵番、

一緒に答弁いただきましたが、まず⑴番の地域バ

ス再編後の課題全般について改めてお伺いしたい

と思いますが、現在利用されている人はどういっ

た方だというふうに認識しているでしょうか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 公共交通ということ

ですので、不特定多数の方が利用していただいて

いるということで基本的には考えているところで

ございますけれども、どうしても移動手段に制約

がある高齢者の方、あとは高校生、こういったも

のが中心になるかと思います。また、那須塩原市

は観光地を控えているということもありますので、

特に塩原の上三依線ということになるかと思いま

すけれども、観光客の方にもご利用いただいてい

るのかなというふうに捉えているところでござい

ます。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） ふだん免許のある人は、

車で行ったほうが大変便利なものですから、まず

使わないと思います。せっかく公共交通があるん

ですけれども、本当は使ってもらいたいんですけ

れども、やはり便利さでいうと自家用車のほうが

便利なので、そうすると、どういう人が使ってい

るかというと、高齢者、それからあと観光客と、

そして免許のない人や学生などだということだと

思います。 

  そうすると、こういった人たちが使いやすいと

いう移動手段はどういうものだとお考えになって

いるでしょうか。どういうふうに思われますか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 使いやすいものとい

うことですと、やはり第一には、安全で安心して

通学、あるいは通院、買物、こういったものに移

動できる交通手段というところになるかと思いま

すけれども、そのほか、どうしても主要な駅、あ

るいは病院、そういったところを経由する路線に

なっているかというところが、使いやすいかどう

かというところになるのかなというふうに考えて

おります。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） そのとおりだと思いま

す。まず安全・安心な乗り物であることはもう間

違いないと思います。一番、多分使いやすいとい

う乗り物は、多分私たちがふだん使っている自家

用車だと思うんですけれども、そうでない場合は

タクシーというのがあって、ドア・ツー・ドアだ

ということだと思います。 

  その次に、ないと困るのでもう一つ、ゆータク

というのがあるんですけれども、バス、あとは電

車というのもありますが、基本的にここの地域は

バスがないと移動がなかなかできないのかなとい

うことだと思うんですが、そこで私が思うには、

使いやすいということは、高齢者ならなおさら歩

けない、歩く距離が遠いので、話進めていくと、

目的地が病院だったり、スーパーだったり、駅だ

ったり、役所だったりするところに、バス停は結

構近いところにあるんですけれども、乗る側のバ

ス停というのはどこにありますかというと、なか

なか、自分は西那須に住んでいるので、外回り線

とか内回り線ってあるんですけれども、バス停ま

で歩いていくのは私でも大変。そうすると、免許

を返納したお年寄りはそこまで歩いて行けるのか

と。バスに乗れない人が目的地に行けるかという



－233－ 

と、やっぱり利用できないんではないか、そこに

問題があるのかなと思っての質問ですが、その点

についてはどのようにお考えですか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） おっしゃるとおりで、

人それぞれ住んでいる場所、こういったところに

よって、最寄りのバス停までの距離、これは違う、

イコールじゃないというところは十分に認識して

いるというところでございます。 

  ただ、公共交通、こうした視点に立って、現在

の本数ですけれども、これを運行するに当たって

は、じゃ、どの人もイコールの距離に、ほぼほぼ

同じような距離でバス停まで移動できるという公

共交通を住民の皆さんに提供する、これは不可能

といいますか難しい、現実的でないというふうに

考えます。 

  そうした中で、先ほど言いました公共交通の大

量輸送、不特定多数の大量輸送ということから考

えれば、基幹の道路、幹線というんですか、そう

いったところには、主の目的である大量輸送も可

能なバスを通すというところで動いているという

ところで、時代も少しずつ変わってきまして、不

特定多数というのが最初にあったわけですけれど

も、現在はターゲットを絞った形で、特に地方の

都市においては公共交通の運営を考えるというと

ころがあるかと思います。 

  那須塩原市においても例外ではなくて、そうし

たことを考えていかなくちゃならないというとこ

ろで、デマンド型の交通を取り入れるということ

で予約ワゴンバスを開始したわけですけれども、

第１回目の再編において、費用的なもの、そうい

ったものを含めてゆータクという形で切り換えて、

利用率も向上しているというところ、そうしたこ

とから考えると、今の本数を運営するということ

で考えれば、一定の距離は移動してもらうことも、

公共交通のサイドからすればある程度はやむを得

ない。一番、今現在はベストとは言わないまでも

ベターなのかなということで、第１段階の再編も

行ったというところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） ゆータクの話も一緒で

はあるんですけれども、バスで走らせている路線

で、そのバスがほぼ満員になるということは、南

高自体はちょっとよく分かりませんけれども、あ

るのかもしれませんけれども、それ以外の路線で

満員になる時間帯とか満員になることというのは

現在ありますか、データとしては。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 各路線において満員

になる時間帯、そういったものがあるかというこ

とを確認してはございませんけれども、先ほど議

員さんおっしゃられましたように、現在の西那須

野線、南高に行く生徒が朝乗るバス、これについ

ては、ほぼほぼ満員になる線が多分、時間帯で２

つぐらいあると思うんですけれども、そういった

調査はしていませんので、その辺の情報は来てい

ますけれども、そのほかの路線につきまして、こ

の時間帯は満員だとか半分だとか、そういった情

報は得ていないので、平均の乗車人数、そういっ

たものは出ていますけれども、一番多いところで

路線の平均で、どうしても８時台の駅方面に向か

う路線、これが５人弱、4.79人ということで数字

は上がっています。それから、3.95人、これは帰

りだと思うんですけれども、郊外方面というんで

すか、反対方向に出ている路線が４人弱、平均で

すので3.95人というような数字で出ていますけれ

ども、そのような統計はあるんですが、満員どう

こうというのは時間帯で把握していませんので、
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その答弁となりました。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） 今の質問の趣旨は、本

当はデータをきちんと取ったらよく分かるんじゃ

ないかと思うんですけれども、私が毎日10時に間

に合うように車で来るときに、私の前をゆーバス

が走っていくんです、必ず。もう一人も乗ってい

ません。それから、あと夕方の５時前後にやはり、

うちは赤田のほうですけれども、イオンに行くほ

うに、買物にちょっと行ったことがあるんですけ

れども、やはり前をゆーバス走っていたんですけ

れども、一人も乗っていなくて、駐車場に入って

止まっていました。 

  そういうことに、それでいいのかというところ

については、何か考える余地、検討はしておりま

すか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 利用が少ない路線、

時間帯があると言われているということだと思う

んですけれども、公共交通としてバスを走らすに

当たっては、電車なんかも分かりやすい例かと思

うんですけれども、一人も乗っていないという例

はなかなかないかもしれませんけれども、時間帯

によってはかなり数少ない人数でも動いていると

いうことから考えて、災害時であったり、そうし

た非常時のことも考えて公共交通というのを動か

しているということから考えれば、極端に言うと、

ゼロの路線があっても時間帯によっては、それは

それでやむを得ない。公共交通の考え方からすれ

ば、そういった時間帯もあってもやむを得ないの

かなというふうなところはあるというふうに考え

ます。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） 今はよく今後も検討し

てほしいということでお話をしているんですけれ

ども、塩原のほうに、那須塩原駅で新幹線で来て

降りて行くにしても、車で来る人のほうが実は観

光客って多いんじゃないかと私は思っています。

かつ、今は集団で来たとしても、迎えに行ったり

して、じゃ、那須塩原駅から塩原、板室に行くの

に、団体さんで来て半分以上乗ってその集団で行

くということは、年に何回かあるかどうか分かり

ませんし、その場合は多分、自前か何か別な形で

利用されるんではないかと思うんですよ。 

  だから、バスという大きな車両が要るのかどう

かということなんかも調査すると、経費の削減に

なるんじゃないかなということがちょっとありま

して、お尋ねしております。決して公共交通がゼ

ロになっていいというふうには今現在では思って

はいませんけれども、そういった意味で、今年度

１億5,000万ぐらい当初予算出していますけれど

も、そういう意味ではちょっと前年、前々年は１

億8,000、１億7,000ぐらい出ていると思う。予算

決算の話ですけれども、出ているんですけれども、

そういった中で、この予算に対して今、経費削減

はまだできる、または削減していくべきであるあ

たり、それと、もう一つ、じゃ、ちょっと話が必

ずしもぴったりしないんですけれども、じゃ、１

つまとめて、適正かどうかというあたりはどのよ

うにお考えですか。 

○議長（吉成伸一議員） 運営費が適正かという意

味ですか。 

○１４番（鈴木伸彦議員） そうですね、はい。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 運営費が適正かとい

うことでよろしいですか。 

  今まで予約ワゴンバスというのを使っていまし

た。それで、30年10月から改編ということで、ゆ
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ータクということになりまして、そのときに、併

せてゆーバスの路線についても見直しを行いまし

た。 

  それで、改編後、利用率のほうが、ゆーバスの

ほうでいいますと平均で10％、それから、予約ワ

ゴンバスに代わるゆータクのほうで平均で40％、

43％ぐらいになりますけれども、多い路線では

50％以上も増えているというところの結果が出て

います。 

  そうした中で費用の比較なんですが、29年度と

30年度なんですけれども、途中まで予約ワゴンバ

スが走っていたということもあるので、ちょっと

差は大きいんですけれども、ゆータクに変わった

予約ワゴンバスのほうは、3,700万円ぐらい減額

ができています。 

  そうしたことから、先ほど議員さんも言われて

ちょっと答弁としては先走ってしまうのかもしれ

ませんけれども、決算額については１億7,000ぐ

らいの数字だったものが、来年度当初予算、要求

しているのは１億5,000ぐらいということで、こ

の１億5,000についても、予約ワゴンバスの時代

も含めて予算ということで要求していますので、

もう少し減額といいますか少ない額で済むのかな

というふうには考えていますけれども、予算とい

うことで１億5,000ぐらいの数字を要求をさせて

いただいたというところでございます。 

  ですので、適正かというとなかなか難しいんで

すけれども、改編後そういった効果も表れている

ので、ある程度適正といいますか、いい方向に動

いているのかなというふうには感じているという

ところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） 今、ゆータクまたは予

約ワゴンバスと、普通のゆーバスと予約デマンド

交通とはまた別で考えたほうがいいかなと思った

んですが、普通のゆーバスについてはまだ、改め

ては聞きませんけれども、いろいろ検討してもら

いたいなというところあるんですけれども、もう

一つ今出たゆーバスからゆータクに変えたという

ことについては、今、経費削減ができたというこ

とで、大変評価できるんではないかと思います。 

  その中でもっと評価できるのは、車両が小さい

ということで、細かいところまで行けるメリット

があるんじゃないかなというふうに、機動力があ

ると。空で走っている状況は少ないんじゃないか

なというふうに思います。 

  ここで、じゃ、話をもう一つ先に進めますと、

このゆータクは、停留所をもっと市民に近いとこ

ろ、高齢者の多い地域をこれから探して、それか

ら、既存の集落ではなくて、各バブルの頃にでき

たような分譲地のところに住んでいる方がだんだ

ん高齢になっていくんです、これから。そうする

と、なかなかゆーバスのところまで遠いんだけれ

ども、ゆータクだったら極端なことを言うと裏道

でも入れるわけですけれども、裏道とまでは言い

ませんけれども、そういう各分譲地とか既存のま

とまった高齢者のいる集落とかというところに今

ない路線を検討していただくことに、経費という

のは相当かかるものなんでしょうか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） ゆータクを少し停留

所の数を増やしたり、あるいはもう少し足を延ば

したりということで、利便性が上げられないかと

いうことだと思うんですけれども、その際に経費

が大きく変わるのかということだと思うんですけ

れども、タクシー料金で料金が発生すると。その

うち利用者には200円を負担していただいている

ということですので、距離が大きく変わらなけれ

ば、市の負担としても大きく変わることはないと
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いうふうに考えます。 

  ただ、どこにでもそれができるかという問題で

はないかと思うんですけれども、確かに裏道とい

うことでおっしゃいましたが、細い道でもタクシ

ー車両ですので入っていけることは間違いないと

思うんですけれども、乗り降りの安全性、そうい

ったことなんかも含めながら、裏道だと乗り降り

の安全性はある程度確保されているのかと思いま

すけれども、そういったことも含めて、停留所の

位置なんかは確保することは可能かと思いますけ

れども、どこでも大丈夫という形では、なかなか

そこまではいかないのかなというふうに思います。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） ドア・ツー・ドアでい

うとタクシーなので、家からとか多分タクシーは

どこでも行けると思うんです。使っているゆータ

クもタクシーであるので、基本的にどこでも行け

るんではないかと思うんですが、タクシーにして

くださいということはないけれども、タクシーは

点と点、自宅と目的地ですよね。ゆーバスは大き

な幹線のところで、自宅からバス停まで遠いし、

目的地は割と近いところに停留所があるんでしょ

うけれども、その中間的な発想でいくと、ゆータ

クの停留所が１つの団地のどこか１か所、近くに

ぽつんとあるというのは、今あるゆーバスよりも

もっと近くに寄れる。そうすると、500ｍ単位と

かせいぜい１km単位みたいなところでそういうバ

ス停を作る。だけれども、呼ばなければ経費はか

からないわけですから、停留所だけそういうポイ

ントを作るということ。しかも、そこからずるっ

と一点一点バス停を通らなくても、今のシステム

だと目的地にどんと行くことも可能ですし、病院

から直接自宅の最寄りのバス停留所まで行くこと

も多分可能だと思うんですけれども、そういうバ

ス停の考え方というのは、私の言っているのは不

可能かどうかだけちょっとお答えいただけますか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 眞壁議員の質問の中

でも少し触れさせていただいたんですけれども、

今年の10月に第２段階の再編ということを考えて

ございます。そうした中で、あくまでもゆータク

はタクシー車両を使っているというところでござ

いますけれども、基本的な路線、ここを走る路線

ですよというものは決まっています。 

  今、議員さんおっしゃいましたように、この停

留所で乗って例えば病院、駅まで行きたいという

ときに、ほかに間の停留所に予約している方がい

なければ、真っすぐそこに、その路線に限らず行

くことが可能ですよ、あるいは、その路線上であ

れば、停留所じゃなくても安全が確保できれば降

りることができますよというふうな形にさせてい

ただいています。それは第１段階からということ

です。 

  それで、第２段階につきましてはさらにもう一

歩踏み込んで、一定の条件はあるんですけれども、

現在の停留所から、一応１月に開いた公共交通会

議の中では300ｍというふうな形で距離は設定さ

せていただきましたが、現在の停留所から300ｍ

内の範囲であれば、利用者が一定以上いれば、そ

こにも停留所として設定することをやりますよと

いうふうに変えたいというふうに考えているとこ

ろです。 

  ですので、第２段階でそこまで、ゆータクとし

て地域に入って、地域の要望を聞きながら再編と

いう形を取っていきたいということですけれども、

その路線から全く離れてしまったところまで来て

くれという形には対応できない、現段階では対応

できるような方向では考えていないというところ

かというふうに思います。 
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○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） よく言う持続可能とい

うことで考えると、原資ありきなので、お金をか

ければどんどんできることは難しくはないと思う

んですけれども、お金がない中で知恵を絞るとい

うことなんですけれども、ゆータクになったこと

で小回りが利くということで、私からは、ここか

らは提案というかお願いというか、私は、すみま

せん、黒磯とか塩原の奥のほうまではちょっと分

からないので、西那須で知っている範囲でお話を

させてもらうと、縦道があると。縦道の西側には

昔、山林があって、バブルの頃に分譲地があった、

結構建ちまして、ぽつんぽつんとそこに集落があ

るんです。それは新しい集落です。そういったと

ころに裏通りをずっと通っている道があるので、

そのあたりも走ってもらってバス停があって、年

に１回か２回しか呼ばれないかもしれないけれど

も、経費かからないと思うんですけれども。 

  だから、そういうところに新しいゆータクの路

線を引くとか、一区町、二区町、三区町、四区町、

それから槻沢のあたりでも、あそこはアジア学園

ですか、あの辺にも分譲地があったりするので、

あそこはゆーバスも通っていないですよね。あの

辺とか、旧村といいまして井口のほうとか槻沢と

かあるんですけれども、その辺も、ゆータクであ

れば停留所だけ設けるだけであれば、費用はかか

らないんではないかと思うので、そういったとこ

ろも検討していただけるのではないかなと思うの

で。どこでもというわけではないですけれども。

そういう停留所を作るということを検討、最後に。 

  それから、もう一つ。ある意味、三島地区とか

下永田とか、そういう町の中でも300ｍごとに作

ると、結構使いやすくなるんじゃないかと思うん

ですよね。だから、年中使われなくてもいいので、

しかもルートを通らなくてもよくて、バスが通る

と後ろの車も何か前が見えなくてちょっと抵抗あ

るんですけれども、ゆータクだとそんなこともな

いので、そういったところも検討に今後していた

だけるのかだけお答えいただけますか。最後です、

これ。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 先ほど申し上げまし

た繰り返しになる部分もございますけれども、現

在の路線として基本的には動きたいというのが第

２段階でも同じだということで、それから300ｍ

以内、それから、今の段階では年に20人以上利用

していただけるというのを条件にしているわけな

んですけれども、１人の人が往復使えば２回にカ

ウントしまして、それが月１回で24回になります

から、それぐらいで停留所も増設することができ

るというふうにしているところなので、先ほども

言いました300ｍ以内の距離であれば、具体的に

言われました三島地区とかそういったところにも

停留所を増設することは可能ということでよろし

いかと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） ありがとうございます。 

  そういったことで、バス停が遠いと特定の人だ

けがハードユーザーになってしまうんではないか

と思うんですよ。なので、バス停を作るというこ

とが公平という観点からも合っているんではない

かと思いますので、そのような考え方で今後検討

いただければと思います。 

  これで⑴番と⑵番を終わらせて、次の⑶番にい

きたいと思うんですが、⑶については…… 

○議長（吉成伸一議員） 質問の途中ですが、ここ

で15分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時００分 
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再開 午後 ２時１３分 

 

○議長（吉成伸一議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） では、続きまして、１

番の⑶に移りたいと思います。 

  この１番の⑶については、市が委託しているゆ

ーバスとかゆータクではなくて、市民自らが、さ

っき言ったゆーバスのバス停まで遠いんであれば

送り迎えしようとか、直接高齢者の人を病院まで

送ろうとか、そういうコミュニティ交通について

お伺いしたいなということです。 

  早い話が、西那須野町、旧西那須野エリアの南

側で、１つそういった高齢者お互いサポーターの

会というのが実際ありまして、そこでメンバーを

募って、会費制ではあるようですけれども、そち

らでそういった人を買物とか付添いをしながら行

っているところがあるんです。 

  なかなか白タクとの兼ね合いがあって難しいん

ですけれども、そういう助け合いという考え方の

あるところを、単純には市はコーディネート、支

援したりしていくという考え方はあるかというこ

とを、私は今、今回お尋ねしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 議員さんもおっしゃ

いましたが、なかなか白タクとの兼ね合い、ある

いは許認可の申請、こういったところから考える

と、利用料金というんですか、そういったものを

発生してしまうと、そういったものであっても難

しいのかなというところはあります。 

  ただ、燃料費代、そういったもの、必要最小限

の、最低限のですか、経費、そういったものしか

徴収しないで、本当にボランティアでやるんだよ

ということであれば、よくほかの事業でも、市長

のほうで答えております持続可能なまちづくり、

そういったところから、自助、公助、共助という

のがありますけれども、地域の自助としてやって

いただけるということであるんであれば、私ども

のほうでは、公共交通につなぐ何らかの指導とい

うんですか、アドバイスというんですか、そうい

ったものは十分可能かと思いますけれども、じゃ、

そこに対して市民との協働でというようなまちづ

くりの視点から、現時点で補助金を出すとかそう

いったものは考えていないというところでござい

ます。 

  というのは、やはりほかの部署、保健福祉部と

いうことになりますけれども、そちらから高齢者

の外出支援タクシー券、そういったものも、使用

額に限度額はありますけれども、お渡ししている

方もいらっしゃるということもあるので、そちら

との整合ということもありますし、先ほど言いま

した許認可関係もあるということから考えれば、

何らかの相談をいただければ、その相談に乗るこ

とは十分可能だと思うんですけれども、現時点で

は、そんな形で自助としてやっていただけること

がありがたいことなのかなというふうに考えてご

ざいます。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） これは先ほど、ゆーバ

スのバス停が遠いので、そこまで300ｍどころか

500とか１km離れているところ、縦道沿いのバス

なんか本当に１km以上離れていると思うんです。

そういったことも含めて、地域とのつながりを大

事にして送迎できる。それからあと、生きがいサ

ロンとかそういうときに、お互い助け合って乗っ

ている、迎えに行ったり送ったりみたいな、そう

いったところがあるので、これ、この方に、今や
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っている人に、別に補助金くださいとか言われて

いるわけでは全くないんですよ。ただ、いい例だ

なと思って、こういうことを、この那須塩原市で

こういう助け合い、結いみたいなところが、これ

からの先、団塊の世代の人たちが高齢化に向かっ

ていく中で、那須塩原市はそういうシステムがあ

るんだよということが、自助の助け合いがあるん

だよというまちに少しでもなればいいかなと。雑

草のようにあちこちぽつんぽつん、なかなか出る

のも難しいので、そういった芽を行政側で、こう

いった事例がありますよということを地域に伝え

て、その地域で有志がいたら育ててあげる、行政

が種まいて育ててあげるという支援をお願いした

いなというつもりで、考え方で、今提案してみた

ところです。 

  そういう気は、最後にもう一度改めてあります

かだけ聞きたいと思いますが。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 私のほうで先走って

補助金の話までさせていただいてしまいましたが、

そういったことでしたらば、そういった事例を全

市に向けて紹介するということは十分可能だと思

いますので、そういった事例があれば具体的に教

えていただければ、そういったものは全市に向け

て発信は十分可能だというふうに考えます。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） そのようなことですの

で、ちょっと調べていただいて、これからそうい

う助け合いのまちが進むことになるといいなと思

いますので、その節はよろしくお願いいたします。 

  では、１番についてはこれで終了とします。 

  続きまして、２番に移らせていただきます。 

  ２、ひきこもり対策について。 

  今、「ひきこもり」の長期・高齢化が深刻化し

ています。国の推計によりますと、ひきこもりの

人は54万人。しかし、これは39歳以下の人数に限

っての数字であり、40歳以上の人を含めると100

万人に及ぶという見方がございます。 

  かつては若者の問題として注目されたひきこも

りです。しかし、今年、内閣府は初めて40歳から

60歳の実態調査に乗り出すことを発表しました。

背景にあるのは、ひきこもりの長期・高齢化の問

題。40代、50代になったひきこもりの人が、高齢

化した家庭とともに追い詰められ、社会的に孤立

している深刻な事態が全国で相次いで報告されて

いるとのことです。 

  そこでお伺いいたします。 

  ⑴ひきこもりの定義についてお伺いします。 

  ⑵ひきこもりとなる要因についてお伺いします。 

  ⑶ひきこもりの何が問題なのかお伺いします。 

  ⑷本市のひきこもりの現状についてお伺いしま

す。 

  ⑸ひきこもりの解決策についてお伺いします。 

  ⑹今後の取組についてお伺いします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、２のひき

こもり対策について、順次お答えいたします。 

  初めに、⑴のひきこもりの定義についてお答え

いたします。 

  厚生労働省が示したひきこもりの評価・支援に

関するガイドラインによると、就学、就労、家庭

外での交流などを避けて、原則的には６か月以上

にわたって家庭内にとどまり続けている状態と定

義をされております。 

  次に、⑵のひきこもりとなる要因についてお答

えいたします。 

  ひきこもりの要因は、学校生活や仕事上の人間

関係のストレス、不登校やリストラ、就職や受験
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の失敗、精神疾患などの病気など、様々なものが

挙げられると言われております。 

  次に、⑶のひきこもりの何が問題なのかについ

てお答えいたします。 

  ひきこもりの一番の問題は、長期化することで

あると言われております。長期化すると、健康に

問題が生じたり就労の機会を失うことなどによっ

て自立が困難となり、生活困窮につながるなど、

様々な問題が懸念されております。 

  次に、⑷の本市のひきこもりの現状についてお

答えいたします。 

  ひきこもりの実態調査などは行っていないため、

全体像は把握してございません。しかし、高齢者

や障害者、生活困窮者などに対する相談業務にお

いて、福祉サービスの相談に加え、ひきこもりの

相談を受けるケースが見受けられ、中には深刻な

事例が含まれている現状にあります。 

  次に、⑸のひきこもりの解決策についてお答え

いたします。 

  ひきこもりは様々な要因によって生じることか

ら、専門的な知識、経験を積んだ相談員を中心と

した支援体制を関係機関と連携しながら整えてい

くことが解決につながるものと考えております。 

  最後に、⑹の今後の取組についてお答えいたし

ます。 

  ⑷でも述べましたが、深刻な内容のひきこもり

相談も受けており、今後増加していくことが予想

されることから、重要な課題であると認識してお

ります。今後の取組としましては、相談員を中心

とした支援体制について検討をしていきたいと考

えております。 

  以上です。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） 答弁いただきまして、

⑴番のひきこもりの定義は６か月以上ということ

で、皆さんもご存じだと思います。 

  ひきこもりとなる要因というのも、人間関係の

ストレス、不登校、就職、受験の失敗、精神疾患

などということで、そのとおりだと思います。 

  本市のひきこもり状況というのは調査はしてい

ないということで、相談を受けているところから

の情報があって、深刻なところがあるというのが

本市での把握している状況だということですけれ

ども、県のほうでも若干ポラリスというところが

動いているようですし、小山とか那珂川、佐野と

か、ほかの自治体でひきこもりに対して乗り出し

ている自治体もだんだん出てきているというのも、

そういう行政側の状況もあると思います。 

  そこで、ひきこもりの対策なんですけれども、

相談員を中心とした体制をつくっていただけると。

これまで多数の議員がここでやはり質問はされて

いましたが、なかなか進まない状況にあった中で、

今、体制をつくるということですけれども、単純

に言うと、ひきこもり家庭の本人、それから家族

がいろいろ困っている状況を今、相談する窓口が

ないということなんですけれども、そういった窓

口を今、多分ないはずですが、そういったものを

これから検討するということは今考えておられる

んでしょうか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、ひきこも

りの相談窓口の設立ということでございますが、

今、相談窓口がないということでご指摘を受けた

んですが、一応、相談については各部署で受けて

おりまして、現状を申し上げますと、ひきこもり

の相談を受けましてどういった対応をしているの

かといいますと、つなぎの支援というか、ひきこ

もりの相談を受けたら、先ほど言いましたように、

栃木県にあります県が行っているひきこもりの相



－241－ 

談センターポラリスというところをご紹介したり

とか、あと場合によっては、ちょっと病的かなと

いうことであれば精神科の病院を紹介したりとか、

そういったことで相談は受けていることは受けて

ございます。 

  問題としましては、その相談をつないでいると

いう状況ですので、課題としましては、そういっ

た受けた相談に対して那須塩原市が支援をしてい

く体制、そういったものが必要なのかなというこ

とで考えてございます。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） このひきこもりという

ことがこれからの日本や本市の将来のことに非常

に影を落としているということは、皆さんもよく

ご存じだと思うんですけれども、そういう意味で

行政が乗り出さなければいけないと。そこで今、

個別にある窓口で対応して、それをつないでいる

ということなんですけれども、改めてお伺いする

と、じゃ、その個別のものをワンストップで相談

できる窓口をつくる、そして、今度それをつない

でいるんだけれども、那須塩原市でも人材を育成

して、対応できるものはこれから対応するという

ような考え方は今お持ちでしょうか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 今後の那須塩原市の

体制ということでございますが、１回目の答弁で

も述べさせていただいたとおり、相談員を中心と

した支援体制を検討してまいりたいということで

お答えをさせていただいたところなんですが、ま

だ具体的にはつくるとかそういった段階でまだ答

弁はちょっとできないところなんですが、そうい

った検討はしていく必要はあるものということで

認識はしております。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） そうですね、今までな

かったものを始めるということなので、これから

だと思うんですけれども、認識がしっかりしてい

ただければ、本市においてもそういった、ふだん

の生活の中で困っている方がいるかどうかが、は

っきりまだ調査もしていないということなんです

けれども、いるということでしょうから、そのよ

うにやっていただきたいと。 

  あと、ちょっと先走りますが、相談員を養成す

るに当たっては、課題としてどういう課題を持っ

ているか、人材的な、スキル的なところを想定さ

れるかというあたりは、どのようにお考えでしょ

うか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、ひきこも

りの人材の支援の課題ということでございますが、

ひきこもりの支援については、これは誰でもでき

るものではないということで考えております。 

  引き籠もっている方というのは、過去の人生の

中において、いろいろな人間関係のストレスなど

で挫折したりとかそういったことで、適当かどう

か分からないですけれども、人間から遠ざかって

いるという状態ですので、人間に対してある程度

不信感があるということですので、求められるス

キルとすれば、そういったものに対応できる人材

ということになりますが、そういった方について、

寄り添って相談ができる、ひきこもりの方と信頼

関係を十分つくっていけるような人材ができるか

どうかということが、一番の課題になってくるの

かなと思っております。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） これからということで

あります。行政だけでやるよりも、これからの社

会、地域と連携してという、先ほども大分、防災
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でも言われていましたけれども、そういったこと

が必要だと思うんです。行政と地域が連携してで

きることというのもあると思います。 

  そういった中で相談、今、既に動いているそう

いう団体も少なからずあるんではないかと思うん

ですけれども、そういったところとの連携という

ことは、今現在は少しは取れているでしょうか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、地域のそ

ういったひきこもりに関わってくださっている団

体との連携ということでございますが、１つ例を

取りますと、西那須野地区にございます、にしな

すケアネットさんという組織がございまして、ひ

きこもりだけを特化して扱っているわけではない

んですが、こちらのひきこもりについても十分検

討をしてくださっている団体とは、職員のほうは

そこの研修会に出たりとかそういったことで交流

はしてございます。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） 現実のところ、私より、

釈迦に説法のように部長のほうがよくご存じだと

思いますので、そういったところと連携を取って

これから計画するということでありますので、十

分そういったところが望んでいるような形で、そ

ういう引き籠もっているような方、また家庭に対

して支援できるような体制をつくっていただきた

いなということで、この質問は終わりにさせてい

ただきますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

  では、２番は終了いたします。 

  続きまして、３、企業誘致の展望についてお伺

いします。 

  企業誘致は人口減少抑制の一つになり、経済発

展、雇用拡大、税収確保につながります。そのた

め、本市にとどまらず日本中の自治体が企業の誘

致に期待を寄せているのが現状でございます。現

在造成中の那須高林産業団地は、県内を見回すと

後手に回ってしまったように思えます。 

  そこでお伺いします。 

  ⑴那須高林産業団地造成工事の進捗状況につい

てお伺いします。 

  ⑵企業誘致の取組と現在の問合せ状況について

お伺いします。 

  ⑶大田原市などと広域連携し企業誘致を検討す

ることについてお伺いします。 

  ⑷企業誘致に対する課題、取組、展望について

お伺いします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 那須高林産業団地の造成

工事の進捗状況についてお答えします。 

  昨年12月から造成工事に着手し、２月末現在の

工事進捗率は8.1％となっています。計画した工

程どおり進行しており、令和３年度第１四半期に

は土地の引渡しができる見込みとなっております。 

  次に、⑵企業誘致の取組と現在の問合せ状況に

ついてお答えします。 

  取組につきまして、昨年８月には東京で、11月

には大阪で、私自らがトップセールスを行ったほ

か、専門機関への委託によるアンケート調査、予

約分譲開始に伴う業界新聞への広告掲載、大手建

設会社や不動産会社へのＰＲ活動、さらには那須

高林産業団地に関心を持った企業への訪問といっ

た活動を行っております。 

  また、現在の問合せ状況につきましては、今年

度当初から２月末までの問合せ件数は45件となっ

ています。 

  次に、⑶の大田原市などと広域連携し企業立地

を検討することについてお答えします。 



－243－ 

  本市を含む那須地区は、立地企業の雇用確保や

道路などの周辺環境の整備で綿密な関係にあり、

今後はさらなる連携も視野に入れ、企業立地を検

討してまいります。 

  最後に、⑷の企業誘致に対する課題、取組、展

望についてお答えします。 

  課題については、整備を進めている那須高林産

業団地の優れた立地環境を積極的に情報発信する

とともに、様々なネットワークをフル活用し、設

備投資のため新たな用地を探している企業を発掘

することではないかと考えております。 

  取組につきましては、さきにご説明させていた

だいたとおりです。 

  展望につきましては、那須高林産業団地の分譲

を促進するとともに、新たな産業団地開発も検討

してまいりたいと考えております。 

  議員が先ほど質問のときに、後手に回っている

のではないかとご指摘がありまして、別に職員は

一生懸命やっていると思うんです。事務方として

は一生懸命やっていると思うんです。 

  以前に中里議員のご質問にもお答えいたしたと

は思うんですけれども、やっぱりほかの地区、特

に県南ですね、県南とかと比べると、県南のほう

なんて大変失礼な言い方ですけれども、ちょっと

被災をされているような状況でも全然飛ぶように

売れているんです。私どもの工業団地、県内で最

も最安値であるにもかかわらず、問合せは全くス

ルーされているわけではないんですけれども、飛

ぶように売れているというのではないんです。 

  やっぱり企業とのネットワークなのかなという

気が物すごいするんですよ。私の能力不足といい

ますか、私が至らない点もあるんですけれども、

やっぱり売れているような県南なんかは企業との

距離も非常に近いなと思っていますし、昨年、同

じことになりますけれども、小山の市長と私が売

り込みに行った際も、もう企業の担当者は小山市

を知っているわけですよ、もう「市長、御無沙汰

です」みたいな感じで。だから、やっぱりしっか

りパイプをつくっていって、あとはやっぱり産業

界にＰＲしていかないと、那須塩原ってそもそも

どこなんだと、あまり聞いたことないねみたいな

のがあって、そんなものもちょっと感じましたの

で、これは時間をかけてしっかりＰＲをしていく、

全国の企業に、やっぱり那須塩原はすばらしいと

ころなんだよと。 

  単に東京に近いから、小山とか栃木市は東京に

近いから仕方がないんだじゃなくて、恐らく我々

が持っているアドバンテージもあると思うので、

そこは何なのかというのと、それから企業はどう

いう立地を求めているのかと、そういうところを

今後研究をしていきたいなというふうに考えてお

ります。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） 答弁いただきました。 

  ⑴についてですが、予定どおり進んでいるとい

うことで、これは頼もしい限りです。⑴番はそれ

で終わりです。 

  ⑵について、企業誘致の取組と現在の応募状況

についてなんですが、45件の問合せがあるという

ふうに私は初めて今ここで聞いたわけですけれど

も、８件の分譲地に対して45件あったというのは、

最終的には結果で評価されるわけですけれども、

今の私の感想としては、こんなに来ていたんだと、

これは侮れない市の取組力だったのかなというふ

うに今は感じております。結果的にどうなるかと

いうことはまだ先の話なんですけれども、この⑵

の応募状況について伺ったことについては、今現

在はいい状況なのかなというふうに思っておりま

す。 

  なので、逆に言うと、全部決まってしまえばそ
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れでいいんですが、ちょっとここでもう一つだけ

お伺いしたいのは、さっき飛ぶようにという言葉

がありましたけれども、飛ぶように売れなかった

とするのであれば何が足りないのかというところ

を、感じたところをちょっとお伺いできますでし

ょうか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 飛ぶように売れていない

とは、私のめちゃくちゃ主観です。主観ですけれ

ども、やっぱり県南とかなんてもうどんどん造っ

ていって、これでも足りないよというぐらいです

から。 

  確かに議員がおっしゃるとおり、45件というの

は悪くはないとは思うんです。だから、逆に言う

と、これからどんどん積極的にＰＲしていく必要

があるなというふうには思ってはいるんですけれ

ども、やっぱり企業とのパイプであったりとか、

ＰＲとかいっても、確かに広告にも出していたり

とかはするんですが、そこのやっぱり逆に言うと、

首長の売り込みであったりとか、そこら辺は私に

よるところも大きいのではないかなと思ってはい

るんです。事務方のほうは、ちゃんとやるべきこ

とはやっていますから、別にそんなに何かぼさっ

としているわけでもないですし、売り込みはかけ

ているので、そこはちゃんと引き続きトップセー

ルスをしていきたいなと思っています。 

  やっぱり県南とかは、ある意味、産業界、ブラ

ンドとは言わないですけれども、やっぱり常連な

んですよ。そういったところに立地をしていると

いうのをちょっとはた目から見て思ったものです

から、これは時間をかけて信頼関係をつくってい

く必要があるなと思っています。 

  やっぱり首長はどう考えているかと、市長はど

う考えているか、ここのまちは、要は企業立地に

積極的なまちだなとか、それって多分、地理的な

条件もあるとは思うんですけれども、多分、でも、

市長とかがどういうマインドなんだなとかがやっ

ぱり分かっているから企業も安心して行けるのか

なと思いますし、そこら辺しっかりとした人間関

係をつくっていきたいなというふうに思っており

ます。あくまでこれは私の主観ですから。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） その45件というのは、

ある意味、新市長になって、新市長の大阪へ行っ

たり東京へ行ったりというトップセールスの行動

力と、市長の知名度みたいなところもあるんでは

ないかなと思います。 

  以前は東国原知事という人が誕生した途端に物

産が物すごく売れたみたいなということがあった

ので、東国原さん以上になってほしいとは思いま

すけれども、そういう市長を目指して、ここは広

めていただければと思っております。 

  そんな中で、今後のことなので、あまり言えな

ければ答えてはいただけないかもしれませんが、

45件のどんな事業系が今、問合せがあるのかなと

いうのは、市民も関心があるところではないかと

思うんですけれども、お答えできる範囲でお答え

いただけるでしょうか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 45件の問合せの企業

の業態とかというところでよろしいんですか。 

  問合せはありましても、向こう側がどんな会社

かとか正式な情報を得られないところもあるので、

具体的にどんな業態が多いかという情報はつかめ

ておりませんけれども、今いろいろやり取りして

いる中では、やっぱり製造業関係の業者さんから

の問合せが多いということは感じております。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 
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○１４番（鈴木伸彦議員） あと気になるところは、

市内なのか県内なのか、それ以外のどういったと

ころの企業からの問合せでしょうか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 市内か県外かという

ところでございますけれども、すみません、ちょ

っとそちらについては、先ほど申し上げましたよ

うに全部把握しているわけじゃないので、正確な

数字はちょっと申し上げられません。申し訳ござ

いません。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） 45件という数字、ここ

では応募状況についてお伺いしています。あと取

組状況も、職員の方も一生懸命やっておられると。

それから、市長自らも行動されているというのは

説明のとおりですので、分かりました。45件、８

区画が全て即座に決まることを期待して、この⑵

番については終わりにしたいと思います。 

  続きまして、では、⑶に移りたいと思います。 

  大田原市などと広域連携し企業立地を検討する

ことについて伺う。一言で言うと、前向きだとい

うふうに答弁を受けたように思います。 

  ちょっと語弊のあるような、後手に回ってしま

ったようにも思えますという言葉が、１つとして

は、県南は横断道路ができて本当どんどん売れて、

日本でも栃木県自体がどんどん工業団地の進出面

積が全国レベルでも、１位ではなかったというこ

とらしいんですけれども、２位、３位ぐらいで二、

三年来ていたというふうに思う中で、今度、矢板

とか大田原市にも残地が、工業団地の残りがあっ

たところも、今ほとんど完売になっていると。ま

して言うと、隣の市ではありますが、資生堂とい

う企業に隣でも来ていただいたことは、本市にと

っても有益なところが非常に多いと。あそこも最

後に残ったところだったんだけれども、平成17年

合併の当時は、その前に検討したときは、大田原

には工業団地はあるけれども、財政状況は必ずし

も貯蓄はないというような雰囲気だったと思うん

ですが、造っておいたがために最後にどんと来た

と。 

  那須塩原市には、井口のところは若干残ってい

たところが最後売れて、ほぼ完売になりましたと

いうことなんですが、その後の体制がちょうどな

い中であったわけですけれども、そういう中で、

今この45件があってうまくいってしまうと、この

企業立地ということが県北に今度また光が当たる

のではないか、当てられるのではないか。そうい

う意味では、今、世界の工場では中国がいろんな

問題が起きている中で、サプライチェーンが滞っ

てしまうなんてことも含めて、現在の状況も踏ま

えて、日本に中小企業の回帰があるんじゃないか

ということも含めたりすると、今がちょうど仕込

みどきかなということも踏まえて、しかも那須塩

原市単独で考えるのではなく、大田原市、ほかで

は矢板市とか那須町ということも本当はあるんで

しょうけれども、とりあえず私は大田原の連携を

挙げましたが、そういったことで私はやっていた

だければなと思っております。 

  ちょっと細かい話をそこでさせていただきます

と、今、営業をかけている中で、今度もし、もし

ですよ、これから計画するとするんであれば……。 

  その前に、姉妹都市である新座市に友好という

ことでこの前行ったんです。そうすると、新座市

というのは東京都の隣にある市で、小さなまちな

んですけれども、工業団地を造成して大手が企業

が張りついていました。物流の会社だったですか。

そこを造るに当たっては、地主がもう農業ではな

かなか後継者もいないのでやっていけないという

ので、何十町歩かあったんでしょうね、そこを地
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主からの相談を受けて行政側が、では工業団地を

造ろうと。そのときに埼玉県とは協議していなか

ったと言っていました。自分たちで土地の地主を

まとめて、要するに地上げをして、その次に、こ

れ企画の話です、二、三年かけて企業調査をして、

それをまとめて造成をしていて、もう造成は終わ

っていて企業が張りついていました。 

  高林とちょっと経営が全く違うような感じです

けれども、これからだとそういうふうに、どうい

うこれからの需要を考えて、どういった工業団地、

どういう場所がいいのかというのを、これから練

って、時間をかけてやっていっていただけたらい

いなというのもこの一つでございます。 

  あと、そういった意味で、これからもしそうい

うふうに考えがあるのであれば、この⑴を踏まえ

てどういう団地を目指したらいいかというような、

やると決まっていないんですけれども、事前の調

査のないままに造ったんではなくて新規でやるの

であれば、どういうことを心がけてやっていけれ

ばいいのかなというあたり、大田原との広域の連

携ということを念頭に置いて、ちょっと所感とい

うか意見をお伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 今後の工業団地に対

する所見ということでよろしいですか。 

  今後の工業団地、今現在、高林で造成工事始ま

って、問合せ45件というところでありますけれど

も、まだ現実的には張りついていないというとこ

ろがありますので、まずは高林工業団地の速やか

な造成、それから完売といったところを目指した

いというふうに思います。 

  その後という話の中では、先ほど市長答弁もあ

りましたけれども、今後検討したいというところ

でございます。理想的にはやはり企業の方に張り

ついていただいて、操業といいますか、そういっ

た活動に利便性が高くて、交通利便性が高いとか

そういったところに、要するに造ったときに企業

になるべく速やかに張りついていただける場所、

そういうところを選定して考えていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） 企業が進出してくると

きに、先ほどは市長は、要するにトップが、また

その市がどういうマインドで企業を誘致するのか

というのは、企業側としては興味があるところだ

というふうに、なかなかそういう、なるほどと思

ってお伺いしましたが、個人的に思うのは、やは

り企業は、これからは災害、ここの強いところは、

国会が来ると言っていたぐらいですから、とにか

く災害がない。工場が津波とかそういったことで

も支障がないので、あと電力も近くにある。そし

て交通の便がいいというところが、この地域のま

ずメリットであると思います。 

  それが地域のエリアであって、今度、大田原と

の連携と考えると、野崎工業団地とか、それと大

田原の消防署のあるあたりは、何というんだっけ

な、あの辺とか、富士通なんかもあるあたりもあ

って、それをずっと回してくると、結構、都市計

画地図をくっつけると、計画でも3・3・3あたり

をつなぐと、大田原は西那須野塩原インターに抜

けるところが通ると、すごくいい立地ができるん

ではないかななんて思ったりするんですが、決め

てはいないんでしょうけれども、あそこをつない

できて井口とか、今度排水が必要なので蛇尾川が

必要だということであると、横林とか接骨木あた

りがいいなとは思うんですが、そういった観点か

ら、あの辺についてはどう思うか、ひとつお伺い

したいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 
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  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 議員から、この辺、

適地じゃないかというご提案に対してどう思うか

ということでございますけれども、先ほど申し上

げましたけれども、具体的に次はどこといったと

ころは、まだ申し上げる段階にはないというふう

に思っています。あまりピンポイントでこの辺い

いなんて言っちゃうと、いろいろ影響ありますの

で、そういうところは答弁は差し控えさせていた

だきたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） 部長のお立場はお察し

いたします。私も立場上、立場というのはないん

ですけれども、那須塩原市にどこか、例えばです

よ、話題になっているＢＳの跡地がどういうふう

に使われるか分かりませんけれども、適地である

ことには間違いないと思いますし、そのほかにも

あると思います。 

  あと、ここについては都市計画道路、産業道路

でもありますけれども、3・3・3を開通すること

によって交通の利便性があるので、今後のもし検

討するときには、建設部とも関係があるんですが、

ここをぜひ進めることによってかなりいい地域が

生まれるんではないかと思うので、これは質問し

ないほうがよろしいでしょうから、耳に入れてお

いていただきたいと思います。 

  そのようなことで、この工業団地、展望にとい

うことなんですけれども、まとめます、もう。ま

とめに入りたいと思いますが、45の問合せがあっ

た、８件がまだ張りつくかどうか分からないとい

うことなんですが、倍率でいくと非常に高いです

よね。ですから、ここは私じゃなくても、聞いて

いる人みんなが期待できるんではないかと思って

いると思いますので、期待しております。 

  そして、これがある程度うまくいけば、ここの

よかったこと、悪かったところをいろいろ検討し

ていただいて、大田原市に企業が来ても、那須塩

原に企業が来ても、大田原も那須塩原もお互いウ

ィン・ウィンの関係であると思いますので、そう

いったところで力を合わせて県に働きかけながら、

新しい次の第何世代か分かりませんけれども工業

団地を造って、30万都市を目指していただければ

と思っておりますので。 

  これで私の質問を終わりにさせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（吉成伸一議員） 以上で14番、鈴木伸彦議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 星 野 健 二 議員 

○議長（吉成伸一議員） 次に、５番、星野健二議

員。 

○５番（星野健二議員） 皆さん、こんにちは。 

  ５番、公明クラブ、星野健二、通告に従いまし

て一般質問を行います。 

  就職氷河期世代への支援について。 

  就職氷河期世代とは、バブル崩壊による不景気

で就職が特に厳しかった1993年から2005年頃に大

学などを卒業した、現在30歳半ばから40歳後半に

差しかかった世代をいいます。ロストジェネレー

ションとも呼ばれています。不景気で厳しい雇用

環境の中で、新卒にもかかわらず正規雇用にも就

けず、1997年から2004年には、毎年８万人から10

万人が未就職で高校、大学を卒業し、フリーター

といった非正規雇用として仕事に就いていきまし

た。 

  厚生労働省の調査によると、正規雇用を希望し

ながら非正規雇用で働く人は50万人、仕事をして

いない人は40万人に及んでいると結果が出ていま
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す。また、この世代は、就労におけるつまずきか

らひきこもり状態となり、その後、社会復帰がで

きない方も多くいます。 

  これまで警鐘を鳴らしてきた中、貧困に苦しむ

者へ支援を打ち出してきましたが、十分な成果は

得られなかったとの反省の下、国は新たに就職氷

河期世代支援プログラムを策定し、今後３年間を

集中期間として正規雇用を30万人増やす目標を掲

げました。今後、就職氷河期世代が60歳代を超え

てくると、生活困窮世帯や生活保護受給者の増加、

社会保障費急増が懸念されます。 

  この課題を直視し、現実を見据え、実効性のあ

る取組が期待されていることから、以下の点につ

いてお伺いをいたします。 

  ⑴本市には就職氷河期世代の方々は何人おられ

るのか。そのうち正規雇用、非正規雇用の方はそ

れぞれ何人おられるのかお伺いいたします。 

  ⑵就職氷河期世代の方々が抱える課題を本市は

どのように認識しているのかお伺いをいたします。 

  ⑶この世代は就労におけるつまずきや過酷な労

働条件により、ひきこもり状態となり、社会復帰

ができない方も多くいるが、これまで就職氷河期

世代の支援をどのように取り組んできたのかお伺

いをいたします。 

  ⑷就職氷河期世代支援プログラムを受け、今後、

県、商工会、ハローワーク、市内企業と連携し、

どのように支援をしていくのかお伺いをいたしま

す。 

  ⑸就職氷河期世代の方を市の正職員として採用

する考えはあるかお伺いをいたします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（吉成伸一議員） ５番、星野健二議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 就職氷河期世代の市長で

ございます。 

  私も37歳ですから、どんぴしゃですけれども、

確かに私が就職する年はかなり、最後だったと思

うんですけれども、結構厳しかったです。当時は

小泉内閣で、要は今までずっと決められない20年

なんて言われていて、もう総理大臣もころころ代

わってきているときに小泉総理が誕生して、三位

一体の改革だとか郵政民営化だとか、自民党をぶ

っ飛ばすみたいなことを言っていたときですけれ

ども、やっぱりすごいデフレマインドなんて言葉

を使いますけれども、本当にデフレがはびこって

いたような時代で、なかなかやっぱり企業として

も採用が難しいということで、特にやっぱり女性

はかなり就職が、そんなに私は、同期は全員就職

できましたけれども、それでもやっぱりなかなか

就職できなかったりして、結構遅くまで就職活動

したような気もいたします。 

  ちょうど私たちの世代が最後の就職氷河期でし

たけれども、その後ちょっと景気がよくなって、

だけれども、またリーマンショックなんかで、た

しかなかなか就職できなかったりとか、その後

3.11が来たりとか、結構何か乱高下しているよう

な感じかなというのは思ってはいるんですけれど

も。そういったことを今、議員の質問を聞きなが

ら思い出しました。 

  では、答弁に入りたいと思います。 

  本市には就職氷河期世代の方々が何人おります

か。そのうち正規雇用、非正規雇用の方は何人い

るかお答えします。 

  就職氷河期世代とは、おおむね平成５年から平

成16年に学校卒業式を迎えた世代を指し、平成31

年４月現在で、大卒でおおむね37歳から48歳、高

卒でおおむね33歳から44歳に至る世代の方となり、

本市で該当する方の人数は、令和２年１月末の時

点で２万5,333人です。 
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  また、この雇用スタイルにつきましては把握し

ておりませんが、平成27年の国勢調査における本

市の正規雇用は63.9％、非正規雇用は36.1％とい

う割合になっています。 

  次に、⑵の就職氷河期世代の方々が抱える問題、

本市はどのように捉えているかについてお答えを

いたします。 

  令和元年12月に国が策定した就職氷河期世代支

援に関する行動計画2019では、就職氷河期世代は

不本意ながら不安定な仕事に就いている―不本

意じゃないですよ。無業の状況にある方がいるこ

とを課題としております。 

  本市におきましても、こうした課題を抱えてい

る方がおり、賃金水準が低い方や就職がうまくい

かなかったことなどから就職活動を断念し、いわ

ゆるニートとなっている方がいることなどが問題

であると考えています。 

  次に、⑶のこれまで就職氷河期世代の支援をど

のように取り組んできたかについてお答えします。 

  本市におきましては、現段階で就職氷河期世代

に特化しての支援は行っておりませんが、本市に

は、とちぎ県北若者サポートステーションが設置

されており、働くことに悩みを抱えている15歳か

ら39歳までの方に対し、個別相談、職場体験プロ

グラムなどを実施し、就労に向けた支援を行って

おります。 

  次に、⑷国の就職氷河期世代支援プログラムを

受け、今後、県、商工会、ハローワーク、市内企

業と連携し、どのように支援していくかについて

お答えします。 

  今後実施される予定の就職氷河期世代の不安定

就職者を対象としたハローワークの専門窓口の設

置につきまして、より多くの対象者をハローワー

クへ誘導できるよう、広報などでの周知を行うほ

か、市内企業に対して就労体験、就労訓練の積極

的な受入れ協力の依頼などを検討してまいります。 

  最後に、⑸の就職氷河期世代の方を市の正規職

員として採用する考えはあるかについてお答えし

ます。 

  現在、本市が実施している職員採用試験におい

て、一般事務職の特別枠では35歳まで、各種資格、

免許を持った専門職は39歳までの方が受験可能と

なっております。現段階において、来年度以降に

おける職員採用の方針や方法などについて具体的

に決定しておりませんが、今後、国などの動向を

注視しつつ、受験資格について適宜検討しながら、

引き続き多様な職員を幅広く採用してまいりたい

と思います。 

○議長（吉成伸一議員） ５番、星野健二議員。 

○５番（星野健二議員） それでは、随時再質問を

させていただきたいと思います。関連しています

ので、一括で質問させていただきたいと思います。 

  私も最初に、市長がちょうどこの年代に入って

いるものですから、ちょっと市長の若き頃のお話

も聞きたいなと思いまして、私はちょっと上なも

のですから、なかなかこういう氷河期世代の方が

その当時苦しんでいたというのは分からなくて、

ただ、世間的にバブルが崩壊したということで、

世間的には本当に暗い時代で、また暗黒の20年と

言われて本当に暗い、その頃の年代、市長さんを

はじめ本当に厳しい時代を過ごしてこられたんだ

なとは思います。 

  この就職氷河期世代の問題は、国もようやく動

き出したなという感じがいたします。国は３年間

で650億を上回る財源を確保したことから、本格

的に支援に乗り出したと思っております。 

  2019年８月30日の概算要求の公表で、この就職

氷河期世代支援プログラムの流れは大分明確化さ

れてきたのではないかとは思っております。この

プログラムが３年間の集中期間ですが、支援自体
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は期限を限らず永続的に実施すると政府は言って

います。本市もこれから情報収集を進め、できる

限り、できるところから、この就職氷河期世代の

方の支援に取り組んでまいりたいと思います。 

  それでは、先ほど本市において、この世代の方

が２万5,333人という答弁がございました。正規

雇用につきましては63.9、非正規雇用は36.1、こ

のパーセンテージ見ますと決して、国勢なので、

年代だけではないので、確かな数字ではないと思

いますけれども、これに当てはめていきますと、

本市でいる非正規雇用の方は、約9,000人強の方

が非正規雇用で今現在就労されていると。先ほど

言った無業の方もおられる人を含めれば、これよ

りもう少し上になるのかなという感じはいたしま

す。 

  それで、最近の、直近で結構なんですが、35歳

から45歳の方のハローワークに相談に来られた数

が分かればお伺いをいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） ハローワークに求職

に訪れられた35歳から45歳の方ということなんで

すけれども、ハローワークのほうでこの年代とい

う形で区切ってそういった数はまとめておりませ

んので、お答えしようがないところではあるんで

すけれども、全体的な数字で申し上げさせていた

だきますと、直近、昨年の11月が2,025人、それ

から12月が1,874人という数字になっております。 

  今後につきましては、先ほど⑷の答弁で市長が

申し上げましたとおり、ハローワークにつきまし

ても、今後、氷河期世代を対象とした専門窓口を

設置という流れになっておりますので、今後につ

いては、この辺についての数字も把握できるので

はないかというふうには感じております。 

○議長（吉成伸一議員） ５番、星野健二議員。 

○５番（星野健二議員） 確かにちょうどこの世代

では、なかなかその世代で統計を取るというのは、

なかなか把握もしていないし、実際には難しいか

なと思いますけれども、でも、参考までに、じゃ、

この2,025人の方が相談に来られた、このうちに

何人が雇用されたか分かればお伺いをいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 求職者のうち何人が

雇用されたかということでございますけれども、

就職件数としましては、11月が177人、それから

12月が148人という状況になっております。 

  ただ、雇用形態につきましては、こちらが正規

か非正規かというところまでは把握してございま

せん。 

○議長（吉成伸一議員） ５番、星野健二議員。 

○５番（星野健二議員） 分かりました。 

  それでは、この就職氷河期世代の方の特別な支

援は、今までは本市では行ってきてはいなかった

ということで、ただ、これは県が行っている若者

サポートステーション、いわゆるサポステと言わ

れているわけですが、この15歳から39歳の方が利

用されているサポステなんですけれども、このサ

ポステには、実際15歳から39歳、ちょっと氷河期

世代にはかかるんですけれども、この方の相談は

どのような内容の相談があるのかお伺いいたしま

す。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） サポステの主な相談

内容ということでございますけれども、まず、相

談プログラムというのがございまして、こちらが

職業相談、キャリアカウンセリング、心の相談と

いったものを行っております。 

  また、教育研修プログラムというものもありま
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して、こちらは就職などの応募書類の作成、それ

からコミュニケーションスキル、それからパソコ

ン訓練、ОＡ経理訓練などを行っております。 

  それから、ジョブチャレンジプログラム、中間

就労といったところのプログラムがございまして、

すぐに一般企業などで働くことが難しい人たちを

対象に、長期のブランク、ひきこもり、それから

心身に働きづらさを抱える人など、一般就労に就

く前の訓練として実施するといったプログラムも

ございます。 

  そのほか、職場体験、インターンということで

一般企業の業務に参加しまして、ハローワークに

求人を出している企業に実際に行きまして、体験

をやりまして、可能であればそこに就職するとい

ったことも行っております。 

○議長（吉成伸一議員） ５番、星野健二議員。 

○５番（星野健二議員） じゃ、そのサポステなん

ですが、大体何人ぐらいご利用されているのかお

伺いいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） サポステの利用者と

いうことでございますけれども、利用者の総数と

いったものについては把握してございませんが、

個別プログラムごとで申し上げますと、ジョブチ

ャレンジプログラム、こちらにつきましては34人、

それから、職場体験、インターンというところに

つきましては30人、それから体験後の就職者、実

際に研修の後、就職した人については18名という

ふうに聞いております。 

○議長（吉成伸一議員） ５番、星野健二議員。 

○５番（星野健二議員） 34、30、思ったほど多く

の方がご利用されているなというのを実感で感じ

ました。それだけやはり就労には困られている方

が多く本市でもおられるのかなとは思います。 

  それで、一応このサポステなんですが、15歳か

ら39歳と一応年齢は区切られているんですけれど

も、今回、国からの支援プログラムを受けて、今

後この氷河期世代の方への対応、いわゆる39歳で

すから、40後半ぐらいまでの対応は行われるのか

どうかお伺いをいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 今後、氷河期世代の

方への対応はということでございますけれども、

現時点で詳細については不明でございますけれど

も、先ほどの経済財政運営と改革の基本方針2019

等を踏まえまして、地域若者サポートステーショ

ン事業を所管する厚生労働省におきまして、サポ

ートステーションの対象年齢を40歳までに拡大す

ることが予定されておりまして、氷河期世代への

取組が強化していくものというふうには考えてお

ります。 

○議長（吉成伸一議員） ５番、星野健二議員。 

○５番（星野健二議員） 分かりました。 

  40歳ですから、１歳ぐらいしか上には上がらな

いのかなと思いますけれども、できればもう少し、

45とかなればいいかなと思います。 

  この就職氷河期世代の方、また先ほどから申し

ます35から44歳、この方は全国で約1,700万人と

推計されております。総務省統計局の労働力調査

（基本集計）によると、このうち非正規で働く人

は全国で約371万人、うち正規雇用を希望してい

ながら現在で非正規で働いている人、いわゆる不

本意非正規雇用は約３％の50万人となっています。

また、仕事を探してもいない非労働力人口は219

万人、うち家事も通学もせず、さらに就職を希望

しながら様々な事情で求職活動をしていない長期

無業者は、社会参画に向けて丁寧な支援を必要と

する人を含む無業者は、約2.3％の40万人と言わ
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れております。 

  近年では、就職氷河期世代の方々の問題は社会

的認識度が低かったと思います。この問題は本人

たちの自己責任で片づけるのではなく、社会全体

で取り組む課題として氷河期世代に関する問題を

広く共有していくことが、氷河期世代の方への支

援を効果的に行うために重要と思うことから、

様々な人に対し、講習や講演会、またはシンポジ

ウムなどを行ってはと思いますが、この件につい

ての所感をお伺いをいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） すみません、ちょっ

と私、先ほどの答弁の中で40歳と申し上げたんで

すけれども、40歳代ですので。すみません、申し

訳ございませんでした。訂正させていただきます。 

  シンポジウム等というところでございますけれ

ども、氷河期世代という形でシンポジウムといい

ますか就職相談会といったものを実施したことは

ないんですけれども、今後につきましては、女性、

高齢者を対象とした就職相談会は栃木県と連携し

まして今年度実施をしております。また、この中

で、女性は結婚、出産などで退職した人の再就職

を想定しているということで、子育てが落ち着い

た40歳代ぐらいの方を想定しているということで

す。また、これは働き手を掘り起こしまして雇用

につなげることが目的ということで、人手不足に

悩んでいる企業の課題の解消になればといったと

ころで開催するものを考えております。 

  昨年度の実績でございますけれども、８月20日

に厚崎公民館、それから11月にまちなか交流セン

ター、それから２月にやはりまちなか交流センタ

ーで、こうした就職相談会などを実施しておりま

す。 

○議長（吉成伸一議員） ５番、星野健二議員。 

○５番（星野健二議員） いろんなところ、就職活

動個別相談会、そういったことを行っているとい

うことで、これに特化した、自分が思うには特化

した、先ほども申し上げたように、この就職氷河

期世代の方の支援というのは、この方たちは、や

はり多くの人が共有をしていく、この問題に関し

ては市民の多くの方が共有していくということで、

そういう講演会等、またはそういうシンポジウム

などは行ったらいいかなということで、私の要望

というか思いで言ってみました。 

  たしか皆様ももうご存じだと思うんですけれど

も、２月27日の下野新聞に、バブル崩壊後の就職

氷河期世代ということで、これは県なんですが、

県が行います、実は今日行われているんです、県

が氷河期世代の方への就職活動のサポートの講座

が行われたということで、今日行われているとい

うことで、今日ですのでちょっと状況的には私も

把握はしていないんですが、徐々にですけれども、

世間の中で、氷河期世代を支援をしていこうとい

う流れが少しずつできているのかなというように

感じてはおります。 

  国がこれから実施するこの氷河期世代プログラ

ムの中に、市町村の役割についても何点か言及を

されているんですが、例えば支援対象者の実態、

実数の把握、自立相談支援機関、ハローワーク、

ひきこもり地域支援センターなどが連携し、きめ

細やかな個別の支援、市町村レベルでのプラット

フォームの整備などがこのプログラムには示され

ているんですけれども、先ほどまず最初に支援者

の対象の実態、または実数の把握ということで言

われているんですが、今後、本市として支援者に

対する実態の把握については、どのように調査、

把握をしていくのかお伺いをいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 質問の途中ですが、ここ

で15分間休憩いたします。 
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休憩 午後 ３時２０分 

 

再開 午後 ３時３４分 

 

○議長（吉成伸一議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ５番、星野健二議員の質問に対し答弁を求めま

す。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 氷河期世代の状況、

実数等の把握、どのようにするのかということで

ございますけれども、実数というのはなかなか難

しいということなので、状況をどんなふうに把握

していくかということでお答えさせていただきた

いと思うんですけれども、まず、できますことは、

関係機関などと連携しまして就職氷河期世代の方

の情報を集めること、各所に寄せられる情報を収

集しまして、今後どのような取組ができるかを検

討することというふうに考えております。 

  具体的には、ハローワークに設置される専門窓

口で利用者数や相談内容を把握すること、また、

サポートステーションからの利用者の状況など、

そうした利用している個人の状況を把握すること

がまず必要であるというようなことで考えており

ます。 

○議長（吉成伸一議員） ５番、星野健二議員。 

○５番（星野健二議員） 分かりました。 

  それでは、⑷の今後の支援者に対する支援とい

うことでありますけれども、市内の業者に対して、

就労体験または就労訓練など積極的な受入れの協

力の依頼を検討しているということでございまし

たけれども、それと併せて市内の業者が、例えば

今後、氷河期世代の方とのマッチングをさせてい

く中で、市内の事業者がどういう人を求めていて、

例えばどのような条件でどれくらいの人を求める

かという、そういう事業者に対してのいわゆる把

握も必要ではないかなと自分は感じているんです

けれども、その情報を調査するために例えばアン

ケートなどを取ってみて、それをしっかりと把握

して、今後、各関係機関との連携の中で就職氷河

期の方のマッチングにつなげていくような、また

は、企業のそういった情報を得たことによって、

一応これは先になりますけれども、移住じゃない

ですけれども、そういうふうに引き込みを、他市

から引っ張ってくるような、そういうような資料

としても使っていくために、企業に対して、今回、

就職氷河期世代という方でありますけれども、ア

ンケートを取っていくということをどうかと思い

ますけれども、この件についてはいかがですか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 企業側への、受入れ

側ですね、に対してどういうふうに働きかけてい

くのかということだと思いますけれども、氷河期

世代、要するに働く側の状況だけではなくて、市

内の企業におきまして、就労体験までを含めた就

職氷河期世代の方の受入れをどのように行ってい

くのか、またその可能性はといったところ、そう

いったところにつきましては、雇用者、被雇用者

双方の情報収集が必要になってくるというふうに

考えております。 

  具体的にどのような取組を進めるかというとこ

ろにつきましては、今後検討してまいりたいと思

います。 

○議長（吉成伸一議員） ５番、星野健二議員。 

○５番（星野健二議員） 本当よく検討していただ

きまして、企業側のほうの情報についてもしっか

りと把握をしていっていただきたいなと思います。 

  ただ、私も今アンケートという提案をさせてい
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ただいたんですが、自分も経験上、よく企業にア

ンケートという形で国とか県から来るんです。そ

うすると正直ちょっと引いてしまったり、仕事の

あれで遅れたり、返信をしないときも、そういう

経験も自分もあったりして、ちょっと引いてしま

うところもあると思いますので、ここはちょっと

お願いなんですが、ただいま市長も企業回りをし

ているということでありますので、ぜひこの就職

氷河期世代の方について企業にプッシュをしてい

ただきながら、そしてその情報の収集なんかも市

長にもお願いをして、しっかりとつかんでいって

いただきたいなと思います。 

  先ほども言いました各使う側、使われる側のし

っかりとした情報を把握した中で、今後、説明会

みたいのを行ったらと思いますけれども、先ほど

部長のほうから話がありました、本市でもやって

いる就職活動の個別相談会、昨日も実際にまちな

か交流センターでやったんですが、この相談会の、

どんな内容のどういう方の相談会なのか。また、

そういう年齢等がもし分かれば、この相談会の内

容を聞きたいので、よろしくお願いします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 個別相談会の内容と

いうことでございますけれども、事例で申し上げ

ますと、８月20日に厚崎公民館で行ったものに関

しましては、就職活動準備講座ｉｎ那須塩原市と

いう形で就労準備を内容を１つしていますし、そ

れから、11月４日、まちなか交流センターで行っ

たものに関しましては、就職活動個別相談会とい

うことで、就職活動に当たっての個別具体的な相

談ということでございます。 

  内容としましては、就職活動に伴う様々な相談

ということで、働き方や仕事の方向性の悩み、そ

れから求人検索の仕方、それから今の自分、経験

を生かした応募書類の書き方、あるいは面接の受

け方などといった内容で行っているというふうに

聞いております。 

  それから、２月４日に行われました、まちなか

交流センター、同じ会場のものについても、11月

に行われたものと同じ内容で開催されたというふ

うに聞いております。 

○議長（吉成伸一議員） ５番、星野健二議員。 

○５番（星野健二議員） 分かりました。 

  大体やはり就労関係でこれから準備とかそうい

う形の講座ということで、先ほども話したように、

今後そういうふうな情報をつかみまして、今度は

就職氷河期世代に特化した、そして企業と就職す

る人をうまくマッチングできるような、特化した

相談会なりというのを、今後そういうのも、今後

ですけれども企画していったらどうかと思います

けれども、その件についてはどう思うか意見を。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 就職氷河期世代に特

化した相談会等を開催したらどうかということで

ございますけれども、今後この就職氷河期世代に

関しましては、力を入れてそうした就職あっせん

をしていくことが国の流れでもございますし、国

等の情報をつかみながら、適宜そうした対応もし

てまいりたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） ５番、星野健二議員。 

○５番（星野健二議員） ぜひともよろしくお願い

をしたいと思います。 

  国が打ち出した支援策では、この就職氷河期世

代の人は就職や転職で失敗を繰り返して、結果的

には精神疾患になった方やひきこもりの方への

個々の伴走型の支援もということで踏まえている

んですが、これから国・県からこのプラットフォ

ームについては下りてくるとは思いますけれども、
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今現在、本市で考えられるプラットフォームのイ

メージですけれども、どのようなイメージを考え

ているのかをお伺いをいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） プラットフォームの

イメージということでございますけれども、現在、

国から示されておりますプラットフォームの内容

で申し上げますと、自立相談支援機関、それから

先ほどのサポステ、それからハローワーク、それ

から経済団体、それからひきこもり地域支援セン

ター、それから社会福祉協議会、民生委員、保健

センター、そういったところと市役所がネットワ

ークを組みまして、プラットフォームを構築する

というイメージが示されております。 

  ただ、まだ詳細についての情報は下りてきてい

ませんので、現在のところはこういうイメージか

なというところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） ５番、星野健二議員。 

○５番（星野健二議員） じゃ、分かりました。詳

しくはまだ国から下りてきていないということで、

これからだと思います。この支援プログラムにつ

いても昨年、本格的には本年の新年度４月、来月

から本格的に国からのそういうようないろんな施

策が出てくると思いますので、一つ一つをしっか

りと取り組んでいただきまして、氷河期世代のほ

うの支援のほうを勉強していただいて、よろしく

お願いしたいなと思います。 

  それでは、もう最後のあれなんですが、本市で

は一応職員としては検討、今現在では検討という

答弁があったんですが、本市の職員の年齢構成は

どのようになっているかをお伺いをいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） これは職員の年齢構成、

氷河期世代の年齢構成ということでよろしいでし

ょうか。それとも、５歳別の年齢構成はつかんで

おりますけれども。 

○５番（星野健二議員） ５歳別で年齢構成で。 

○総務部長（山田 隆） 年齢構成で。 

  定員適正化計画に基づきまして、まず21歳未満

が７名、21から25歳が57名、26から30が113名、

31から35が114名、36から40が129名、41から45歳

が130名、46から50までが134名、51から55が65名、

56から60が48名、61以上が８名、これが平成31年

４月１日現在の職員の年齢別の構成となっており

ます。 

○議長（吉成伸一議員） ５番、星野健二議員。 

○５番（星野健二議員） そうしますと、本市につ

いては一応、氷河期世代の方については、どちら

かというと、全体から見ると雇用はしているとい

うふうで捉えてもよろしいでしょうか。 

○議長（吉成伸一議員） 質問なの。 

○５番（星野健二議員） それでは、一応そういう

ふうに、40から氷河期の世代は大体多めというか、

ほかの世代から比べれば多く雇用されているとい

うことで確認をさせていただきました。 

  それでは、昨年の職員の雇用した人数は何人ほ

どいるのかお伺いをいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 氷河期年代の人たちの昨

年の雇用は何人かという質問でいいんですか。 

○５番（星野健二議員） すみません。申し訳ござ

いません、省略してしまって。そうです、そのと

おりです。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 昨年試験を受けて今年採

用したのは20名でございます。そのうちの氷河期

時代世代の方がというのは、ちょっとつかんでお

りません。申し訳ないです。 
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○議長（吉成伸一議員） ５番、星野健二議員。 

○５番（星野健二議員） 分かりました。 

  ご存じのように今、当然国のほうから、総務省

のほうから各自治体においても、この氷河期世代

について、職員を市独自でいろいろ条件は検討し

ながら採用していくような通達が来ているとは思

いますけれども、ご存じのように、兵庫県の宝塚

市とか同じく兵庫県の三田市、隣で言えば茨城県

の境町などがこの氷河期世代の採用を決定をして

おります。また、最近で言えば、栃木県では真岡

市がやはり氷河期世代の職員の採用を決められた。

来年においては、当然、岡山市、そして和歌山県、

東京都、滋賀県、鳥取県が採用の方向を表明して

おります。 

  この宝塚市の募集については、３名の募集のと

ころに申込みが1,816人で、実際に受験をした人

は1,635人、545倍。３人の枠だったんですが、あ

まりにも多いということで１人追加して、最終的

には４名の方を正社員として迎え入れたというこ

とで、これもマスコミの、マスコミというか、か

なり有名になりました。 

  民間においてはまだまだなんですが、それでも

やはりパソナ、人材派遣会社のパソナも、４月か

ら300人の氷河期世代に限っての年齢の方を300人

を雇用すると。また、物流でいいます大きいとこ

ろで山九、これも３年間で300人の就職氷河期世

代に特化した方を採用していくということで、や

はりこれも出ておりました。 

  少しではありますけれども、自治体もそして民

間も、この就職氷河期世代の方の本当に大変な時

代であった。また、そうではあるけれども、決し

て彼らは好きで非雇用でいるわけではないし、決

して好きでアルバイトやっているわけではない。

たまたま時代のそういうふうな流れの中で、厳し

い中で、どうしてもそういう立場にいざるを得な

い。また、今も我慢してやっている。だから、本

来、潜在的には優秀な能力を持っている方がこの

世代の中にはたくさんいると思うんです。 

  やはりそういう方のチャンスを与えるという意

味でも、また、自治体が先行を切って就職氷河期

世代を採用するとなれば、やはり市民も目を向け

ると思いますけれども、この宝塚のこういった氷

河期世代を採用していくと、積極的に採用してい

く、こういうニュースを見た所感と、また改めて

本市としてこの氷河期世代をもう一度、３年間と

いいますけれども、来年度はあれですけれども、

じゃ、再来年度は考えてみようかというような考

え、もう一度所感のほうをお伺いしたいと思いま

すけれども、よろしくお願いします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 日本という国は、昔より

は柔軟的になってきましたけれども、やっぱりい

わゆる新卒神話ですか、要は大学を卒業してすぐ

に就職しなければならないというか、新卒のとき

に就職を逃してしまうと、一般的に大企業であっ

たりとか役所に勤めるのは難しいよねという、そ

ういった、やはり欧米とはまた違う独特の雇用形

態があったわけであります。 

  １つはやっぱり、役所ではないんですけれども、

逆に言うと、地方だと何かチャレンジしやすい環

境にあるんじゃないかと思っているんですよ。や

っぱり、例えば自分たちの卒業年度がたまたま氷

河期で就職できなかったと。都内にいると、あな

た幾つと。30歳ですと。30歳で職歴ないと、うち

じゃ駄目だねというケースが多いと思うんですけ

れども、でも、地方だったら農業もできるし、そ

れから今、観光業なんてもう人手が足りない。今

ちょっとコロナの騒ぎで大変ですけれども、どち

らかというと人手が足りない産業であります。も
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ちろん農業も観光業も技能や知識が求められる職

業ですから、軽々にすぐにじゃ、やれよというの

だって難しいかもしれませんけれども、逆にそう

いった日本固有の制度にのっとらなくてもできる

仕事なわけですよ。だからやっぱり、地方こそは

そういったそういう逆転のチャンスがある地域じ

ゃないかと思っています。 

  それから、役所の話をすると、もちろん氷河期

世代のこともそうなんですけれども、私も市長に

なってから思ったのが、やっぱり今すごい多様な

問題が起きているわけですよ。だから、多様なこ

とに柔軟に対応できる人材というのが必要なわけ

だと思っているんです。そうすると役所も、これ

は法律の面もありますから何とも言えないんです

けれども、例えば日本の従来型の終身雇用じゃな

いですけれども、新卒ですぐ役所の試験受けて、

役所に10年、20年とキャリアを踏んでいって、部

長とか課長とかなっていくというのが大体主流だ

と思うんですけれども、やっぱりそれだけでは対

応できない事例多々できているわけですから、１

つはやっぱり年齢制限をもうちょっと緩やかにし

て、若く、例えば別なフィールドで活動されてい

る方にも来ていただきたいと。あるいは、逆にち

ょっと優秀な職員だったにもかかわらず、いろい

ろな家庭の事情であったりとか、どうしてもその

職を辞めざるを得ないというときに、辞めちゃう

となかなか戻ってこられないと。だけれども、や

っぱりそういう優秀な人材には戻ってきてほしい

と思っていますし、役所においてもやっぱり柔軟

な雇用形態を今後模索していかないと、やっぱり

人手も足りないと。 

  将来、地方公務員の成り手がいなくなるんじゃ

ないかみたいなこともよく言われていますけれど

も、そういうやっぱり将来的に見ると人材が不足

をしてくると、そういったことも鑑みますと、世

代にとらわれず幅広く柔軟自在を取り入れたいと

思っていますし、そう思いますと、就職氷河期世

代、これに限定するか否かは別として、今後やっ

ぱり私も様々な人材を確保していきたいなと思っ

ていますし、その１つとして、今、議員もおっし

ゃいましたけれども、就職氷河期世代の方々募集

すると、本当にさっき500倍というふうにおっし

ゃっていましたけれども、かなり高い倍率の中、

やはりやる気のある方々もいらっしゃると思うの

で、ちょっと今すぐやれるかどうかというのは別

として、ただ、今日いただいたことはしっかり頭

にも入れて、今後ちょっと人材これからどうして

いくかと非常に私いろんなことで最近やっぱり考

えること多いので、やっぱり柔軟な人事制度とい

うのは今後構築していかなきゃいけないなという

ふうに思っておりますので、そこもちょっと善処

していきたいなというふうに思っております。 

○議長（吉成伸一議員） ５番、星野健二議員。 

○５番（星野健二議員） そうですね、ただいま市

長が話していたように、本当にいろんな人材、と

にかく今、多様化していますので、そこをいろん

な人材、特に人材を集めた企業とか組織、それが

やはりこれから残っていくし、伸びていくんだな

と思います。 

  先ほども鈴木議員の話のときに、保健福祉部長

も、ひきこもりについて、何とかいい人材を見つ

けながら、こちらのほうもしっかりと取り組んで

いきたいということでありますので、どうかは分

かりませんけれども、やはりこういうふうな経験

をした人というのは、そういう人たちの気持ちも

分かるんではないかなと思います。だから、そう

いうところからでも何とか使えればいいかなと思

いますし、やはり企画部長においては優秀な知恵

を使っていただいて、せめて地域おこし協力隊の

ほうでも、何とかこの世代をいい人材を引っ張っ
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ていただいて、何とかこの氷河期世代の方の希望

を与えるような、そういうようなできればいいか

なと期待をしておりますので、何とかよろしくお

願いしたいと思います。 

  確かに今言ったように、この宝塚市で、ただ、

何、1,635人受けてたった４人しか採らないのか

というふうな見方もありますけれども、そうでは

なくて、この1,635人という、今、市長もちょっ

と言いましたけれども、それだけこの世代の方は

本当に必死で必死で、もがくようにして生きてい

るんだなということがありますので、本当にそう

いうところにしっかりと手を打っていって、守っ

てあげられれば最高かなと思います。 

  この就職氷河期世代の方たちは、バブル崩壊で

就職時期には大変な時代を過ごしてこられました。

当時、経済界の全ての人が目の前のことで必死で、

新規雇用や給料を抑制し、労働力の非正規化を進

めました。氷河期世代の方たちは不本意な就職で

転職を繰り返し、正規雇用に就けず、アルバイト

など低賃金で働き、世間からは、若いうちは苦労

するのが当たり前、正社員になれないのは本人の

努力が足りないなど無理解な言葉を言われ、リー

マンショック後は職を失い、長期にわたり無業状

態になり、ひきこもりになった方も少なくないと

思います。 

  就職氷河期世代で支援を求めている方たちが社

会で活躍することは、本人への後押しだけではな

く、宝塚市や真岡市のように行動で示すことで、

企業も市民もその意識が変わると思います。将来

に希望の持てる社会の仕組みを整えることは、政

治の大切な役割だと思っています。就職氷河期世

代の課題解決に向け、本市の真剣な取組に期待を

して、私の一般質問を終わります。 

○議長（吉成伸一議員） 以上で５番、星野健二議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（吉成伸一議員） 以上で本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時５８分 
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